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総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会

リスク情報活用検討会 第１４回議事録

日 時：平成 22 年 11 月 4 日（木）10:00～ 12:00

場 所：経済産業省別館９階９４０共用会議室

議 事：

１．原子力安全規制情報会議テクニカルセッションの報告について

２. リスク情報活用に係る日本原子力学会のこれまでの取り組み状況について

３．米国におけるリスク情報活用の動向について

４. 原子力安全規制への｢リスク情報｣活用の実施計画について

５．その他

議事内容

○生越課長 それでは、定刻になりましたので「第１４回リスク情報活用検討会」を開催

させていただきます。

本日は御多忙の中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。

それでは、山口主査、よろしくお願いいたします。

○山口主査 皆様、おはようございます。

前回は、ウラン加工施設に関するリスク情報活用の取組み、リスク情報活用に係る原子

力安全基盤機構、電気事業者、日本原子力技術協会の取組状況につきまして報告をいたた

だきました。

今回は、原子力安全規制情報会議テクニカルセッションの報告をまずいただきまして、

それから、リスク情報活用に係る日本原子力学会のこれまでの取組報告、米国におけるリ

スク情報活用の動向につきまして報告をいただきます。また、今後策定予定の原子力安全

規制へのリスク情報活用の当面の実施計画について御議論いただければと思います。

それでは、事務局から、定足数の確認と配付資料の確認をお願いいたします。

○生越課長 それでは、総合資源エネルギー調査会運営規定上、定足数は臨時委員の過半

数となっております。臨時委員は全部で１２名いらっしゃいますけれども、本日は１２名

中、現時点で８名、本日、桐本委員と井川委員がちょっと遅れていらっしゃる御予定です

ので、そうなりますと１０名となる予定でございます。よって、本委員会は有効に成立す

るということでございます。

引き続き配付資料の確認をさせていただきます。お手元の配付資料一覧をごらんいただ

きながら御確認いただければと思います。

まず、資料１４－１「原子力安全規制情報会議の開催結果について」。

資料１４－２「日本原子力学会におけるリスク関連標準にかかる取組について」。
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資料１４－３「米国におけるリスク情報活用の動向について」。

資料１４－４「原子力安全規制への『「リスク情報』活用に関する実施計画骨子案」。

それから、参考資料として、参考１４－１「原子力安全基盤機構 安全研究計画（２０

１０年度版）抜粋」を配付させていただいております。

以上でございます。

○山口主査 資料にもし不足ございましたら、事務局までお申しつけください。よろしい

でしょうか。

よろしければ、１番目の議題に移らせていただきます。９月に開催しました第１２回リ

スク情報活用検討会で紹介がありました原子力安全規制情報会議が１０月７日木曜日に開

催されました。そのセッションの１つとして、リスク情報に関する議論が行われましたの

で、事務局に結果を報告していただいた後、その会議にパネリストとして参加されました

阿部委員、首藤委員、渡辺委員から、御感想などを御発言いただきたいと思います。

それでは、事務局の方からよろしくお願いします。

○生越課長 それでは、資料１４－１をごらんください。こちらが先日行われました原子

力安全規制情報会議の開催結果で、テクニカルセッション２というところでリスクの関係

のセッションをさせていただきましたので、その関係について御報告いたします。

まず１つ目として「１．原子力安全規制情報会議」とはということですけれども、「（１）

目的」にございますように、この規制活動について、一般社会の理解と信頼感の醸成を図

るということで、公開の場でいろいろなステークホルダーの方々と集中的に議論するとい

うことで始めたものでございます。これは今回が初めてのものでございました。

「（２）開催日時」ですが、１０月７日から８日にかけてで、７日の午前中は全体会合、

７日の午後と８日の終日でテクニカルセッションを行いました。

「（３）参加人数」は、７日午前の全体会合に３８６名の方が出席されまして、２日間

にわたり延べ１,６６５名の方に参加いただいたものでございます。

「２．テクニカルセッション２『リスク情報を活用した原子力安全規制について』」で

ございます。「（１）テーマ概要」といたしましては、ここに書かせていただきましたよ

うに、規制上の判断の科学的合理性をより一層高めるという観点から、リスク情報の活用

は重要だと考えてございまして、こういったものを更に体系的に導入していく、その関係

でこれまでの取組状況を御紹介した上で、今後のそういった取組みや、国民の皆様からの

理解を深めていただくために留意すべき事項などについて、有識者の方々を交えて議論を

進めさせていただいたというものでございます。

「（２）開催の概要」は、開催日時は７日１３時半から、傍聴者数が約１２０名とござ

います。実際、部屋が狭かったこともございまして、立ち見の方も何人か出るぐらい、皆

様、非常に関心を高く持っていただけた、そういうセッションだったかと思います。出席

者の欄ですけれども、コーディネーターを東北大学名誉教授の北村先生にお受けいただき

まして、次の２ページ目でございますけれども、パネリストとしては、先ほど山口主査か
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らも御紹介ありましたように、こちらの検討会の委員をしていただいています首藤委員、

阿部委員、渡辺委員に出席いただきますとともに、東京都市大学准教授の小川先生、電気

事業連合会の小森総合部会長に参加をいただきました。

「（３）テーマの論点」としては、大きく２つを設定させていただきました。リスク情

報活用の有効性の共通理解、あるいはその認識の共有と申しますか、それが１つ目でござ

います。

もう一つが、こうしたことについて国民の理解を深めるために留意すべきことについて、

いろいろ御意見をいただくというものございます。

「（４）討論の内容」とたしましては、私からこれまでの取組みについて御説明を差し

上げた後に、それぞれのパネラーの方々から御専門分野、あるいは御関心分野についての

御説明をいただいた上で、北村コーディネーターの進行によって討論を行ったというもの

でございます。また、事前にこのセッションに関しての関心事項をいただいたり、あるい

は会場からも当日質問票をいただいたりして、そうしたことも進行の中に役立させていた

だきまして討論を進めたというものでございます。

２ページの真ん中以下でございますけれども、主な討論といたしましては、まず１つは、

安全重要度とリスク重要度を縦軸、横軸にして、いろいろな機器などを分類して考えてい

くということがございますけれども、安全重要度とリスク重要度という言葉、あるいはそ

れぞれの高い低いというのがどういった関係があるのか、あるいはちょっとわかりにくい

のではないかということについての議論が１つございました。ここにつきましては、その

下に書かせていただいてございますけれども、安全重要度や決定論でのクラス分け、そし

て運転管理や検査をしていくに当たっても、安全重要度を考えてやっていくというのも勿

論大事なのですけれども、リスクの重要度も併せて考えて進めていった方がいいというこ

とでのお話がここでございました。

それから、２ページの一番下にございます２つ目の○でございますが、国民に知らせる

とき、話す対象、これは原子力の知識を必ずしも十分にお持ちでない普通の方々が多いと

いうことで、わかりやすい言葉で話しているとは思えないと申しますか、わかりやすく説

明をする、話すというのが大事だという御趣旨でございます。こちらにつきましても、下

の矢印から書いてあるところの２つ目のパラグラフですけれども、リスク情報を規制の判

断やルールメイキングに使うこと自体は規制にとって必須だと考えるということで、一方

でこれを公衆の方に説明していくというのはまた別なものであって、これはなかなか難し

いけれども、とにかく丁寧に説明をしていく、あるいはどういうことを説明するか、これ

は説明した方がいいというものについては、どのようにわかりやすく説明をするか、その

２つのところをしっかり考えていかなければいけないというお話でございました。

今度は３ページの中ほどからですけれども、会場からの質問などに対してということで、

まず１つ目のところは、事業者は電力の、済みません、これは「安全」供給ではなくて「安

定」供給の間違いでございまして、失礼いたしました。安定供給が重要なミッション。そ
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の上で、リスク情報を、安全性の向上だけではなくて、ＢＣＰ（事業継続計画）における

リスクの低減にも活用すべきではないかという質問と申しますか、御意見ございました。

これに関しましても、リスク情報というと、基本は炉心損傷などに結びつくものをどう見

ていくかということなので、必ずしもそうではないものについても総合的に見ていくこと

が重要ということでの御回答がございました。

それから、２つ目の○のところは、確率論のことについての御質問で、モデリング、あ

るいはデータについての不確かさなどについてはどう扱うのかというものでございまして、

こちらも矢印以下書かせていただいてございますけれども、例えば、モデルの不完全さを

確かめるために、別のグループが別の支援で見るというレビューを行うだとか、あるいは

モデル、あるいはデータということで難しいヒューマンファクターとしてモデルをすると

いうよりは、実際にデータとして挙がっているさまざまな事象の確立などにそういうもの

が加味されているということも考えて進めているというようなお話がございました。

それから、３つ目のところでございますけれども、海外との安全性の対話や議論を行っ

ていく上でリスク情報は必須と考えるのではないかというお話で、海外でさまざまな形で

リスク情報の活用というのは、それぞれの国の状況に応じて進めているということがござ

いますけれども、こちらにつきましては、安全規制の国際的な整合性、あるいは調和とい

うことは非常に重要であり、我が国におきましても基本的には同じ方向で対応していくと

いうことで、その場合、各国の規制の枠組みがどうなっているかとか、あるいは各国がそ

ういったリスクの支配因子などをどう考慮しているかということはそれぞれ違いがあるの

で、そういうのもよく認識しながら我が国の制度に活用していくのが大事だとさせていた

だいてございます。

それから、４ページでございます。最後にパネラーの皆様からコメントをいただきまし

た。１つ目の○のところは、まさに国民の方々にどのようにわかりやすくという観点でご

ざいますけれども、ある数字があった場合に、ほかのものと比較してどうなのかという工

夫が大事だという御指摘でございます。

それから、２つ目の○のところは、例えば、立地地域、地元の方々にどのように説明し

ていくかということはなかなか難しいところはあるにしても、そういったことをしっかり

やっていくことが重要だという御指摘でございます。

それから、３つ目の○のところは、リスク情報を使って適正に規制を実施するというこ

とについては、本当であれば細かい数字などなくても、ある程度わかっていただけるとこ

ろはあるのではないか、そういう概念をわかっていただければいいのではないかという御

意見とともに、そうは言っても、私はこういうところが知りたいんだという方々も勿論い

らっしゃいますので、そういった方々には、そういった方々の御疑問のところについて、

わかりやすく説明するといったことが重要であるという御指摘でございます。

それから、その次のところは、いわゆる原子力の世界でのリスクということだけでなく

て、もっと広い意味のリスクということで、ここでは公衆の信頼を失うリスクというよう
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な言葉もございましたけれども、いろんなリスクに注意していくことが大事ではないかと

いう御指摘でございます。

それから、次のところは、事業者からリスク情報を積極的に発信したり、あるいはリス

クコミュニケータ、こういったリスクの世界の難しい言葉をわかりやすく、いろんな方々

にお話しいただける、そういった方を育ててほしいという御要望、御意見がございました。

それから、最後のところでございますけれども、産業界からの積極的なリスク情報の活

用についての提案が重要であって、まさにそういうものを使って現場でいろいろ活用して

いく、そういった方々とのコミュニケーションも含めて、リスク情報を活用した安全規制

を進めていくということでコメントさせていただいてございます。

私の方からは以上でございます。

○山口主査 ありがとうございます。

それでは、パネリストとして御出席いただきました阿部委員、首藤委員、渡辺委員から、

順番に御感想などをお願いしたいと思います。

最初に、阿部委員、どうぞ。

○阿部委員 個人的なことになりますが、私がリスク評価とは何かというようなことをあ

ちらこちらで説明したのはちょうど２５年くらい前になるのですが、そのころに、リスク

評価というのは安全にかかわる情報の整理学であるということをよく申し上げていました。

今でも、言葉がとても大事だという感じがしているのです。例えば、リスク、あるいはリ

スク情報といったときに、それが一般的な意味で使っているリスクの話なのか、それとも

ＰＳＡの結果として得られる数字とか、そういうものなのかという区別とか、あるいはリ

スクを評価するという仕事と、評価された結果を基に規制を考えるということの違い。あ

るいは、規制の中にリスク情報を使っていくという当然の仕事と、それを公衆に説明して

いくことの違い。こういうものをもう一度きちんと把握してやっていかなくはならないな

と、そういう印象を持ちました。全体としては非常にいいコミュニケーションができたの

だろうと思っています。

以上です。

○山口主査 ありがとうございます。

続きまして、首藤委員、お願いします。

○首藤委員 私は、もともとこの検討会に入ったときには、何がわからないのかすらわか

らなかった人間ですので、自分としては、ここがわかりませんということを発表させてい

ただいたような形になっておりまして、自分自身はよくここまでできるようになったなと、

自分で自分をほめたいくらいなのですが、一方で、パネラーとして果たしてこれでよかっ

たのかなと、やや疑問も持ちつつ参加させていただきました。

私にとっての一番の収穫は、今回参加させていただいたのを通じて、何がわからないか

だけではなくて、なぜわからないかが少しわかったような気がいたしました。こんなこと

を申し上げると大変恥ずかしいのですが、ずっと何がわからないのだろうだけではなくて、
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どうして私にはわからないのだろうと考えてきたのですが、今回のパネルディスカッショ

ンの中でのやりとりで、パネラーの小森さんがおっしゃったことを阿部さんが、小森さん

は先ほどこうおっしゃいましたがというふうなやりとりをなされたタイミングがありまし

て、私はそのときに、あれ、小森さんはそんなことをおっしゃったのかしらと、どうして

も私にはそうは受け取れなかったので、聞き逃したか、ちゃんと理解できなかったからか

なと思ったんですが、後で議事録を読み返してみると、やはりどう見ても私には小森さん

がそうおっしゃったようには読めないんです。

それで思いましたのは、多分、この問題にかかわってきた方々はすごく長い歴史をお持

ちなので、１つおっしゃられることの言葉の間とか、行間とかにたくさんのことがあって、

その情報も多分、関係者間では同時に情報交換をされている。テレビで言えば、主音声の

裏に副音声があって、皆さんは副音声も同時にやりとりをされてコミュニケーションされ

ているのですけれども、私のテレビは性能が悪くて主音声しか聞こえないので、どういう

意味のやりとりをされているかが全部わからないんだなということがよくわかったという

感じです。多分、そういう行間にあるものとかをもう少し上手に表現されて、お互いなか

なか言いにくいことを行間で伝え合ってきた部分があるようなところを、もう少し明確に

していただかないと、少なくとも私にはわからないなということがよくわかりました。

以上です。

○山口主査 ありがとうございました。

続きまして、渡辺委員、お願いいたします。

○渡辺委員 阿部さんと印象が違うのですけれども、私はすごくフラストレーションがた

まりました。というのは、生越課長から先ほど御説明ありましたように、主たるテーマが

２つあって、２時間という枠では、１つのテーマだけで十分だったのではないか。２つや

ったお陰で議論のとりまとめがうまくできなかったというか、どこで区切られたのかがよ

くわからないような議論になってしまったなという印象を私自身は持っています。私個人

的には、もう少し技術的な話をしたかったなというのを感じています。

それから、これもやはり時間との関係だと思うのですが、この委員の中も何人かフロア

にいらしたと私の目には映っていたのですが、もう少しフロアの方とのコミュニケーショ

ンを図れるような時間を持つべきではなかったか。せっかくああいう場を持ったのであれ

ば、これからリスク情報が始まるので、いろんな方がいろんな意見をぶつけ合っていくべ

きだったのではないかという気がします。要するに、ひな壇だけが議論をしていて、フロ

アとの意思疎通が図れなかったというのが非常に残念だったという印象です。

もう一つは、事前に関心事を参加者から集めていたのですけれども、関心事に関する議

論だったのかどうかが恐らく聴衆の方にはわからなかったのだろう。参加される方がこう

いうところに関心を持っているので、今日はこの点について議論をしますということがど

こかでなされていれば、聴衆の関心事の中でこんなのが多かったのだとか、そういう印象

を持ちながら話を聞けたんではないか。その辺、運営上、もう少しうまくできたのではな
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いかという気がします。

とにかく１回目だったので、いろいろ問題点はあったかと思うのですけれども、試みと

しては非常によかったなと、そういう印象を受けています。

○山口主査 ありがとうございました。

それでは、委員の皆様から御意見とかありましたら、発言をお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。

桐本委員。

○桐本委員 私、参加者として聞かせていただきました。非常に面白いなと思いながら聞

いていたのですけれども、議論の中で、首藤さんがプレゼンされた中で、これかなと思っ

たんですけれども、パブリックに対して説明するものとしてやるべきものと、あと、リス

クの専門家として、いわゆる規制とか、事業者であるとか、研究機関もそうですけれども、

専門家の間の共通の言語としてリスク情報を考えるという、その２つは別のものではない

かなと、聞いていて思ったのです。首藤さんがプレゼンで言われた中で、例えば、私は確

率みたいなものを知りたいのではない、要は安全なのかどうなのか、そこはどうなってい

るんだというところが聞きたいんだというのは、これはパブリックにとっては非常に大事

な反応だと思っていて、ただ、アメリカの状況を見ると、専門的なものを出さないで説明

をするのかというと、パブリックに対して易しい説明とは別に、やはりＮＵＲＥＧのよう

なもので詳しいものも出す。反対派も含めて、リスクに詳しい人間にはきちんと詳しいも

のを出すし、わからない人に対しては、ものすごく易しい言葉で説明をして、専門家がき

ちんと真面目に議論をしているという姿を見せる。２本立てではないけれども、一緒くた

にしてリスクをみんなで共有しましょうというよりは、専門家と一般の人に与える情報の

安全の出し方をきちんと考えていかないといけないのかなというのを非常に思いました。

○山口主査 ありがとうございます。

ほかの委員の方からいかがでしょうか。

本間委員、どうぞ。

○本間委員 私、このセッションに参加させていただかなかったのですが、翌週、ＮＥＡ

のＣＲＰＰＨが主催して、ＮＲＣが共催した緊急時の長期的な事故後管理のステークホル

ダーインボルメントという会議に参加したのです。そのときにＮＲＣの委員長が最初に挨

拶して、規制活動において最も重要な目標というのは、科学的、技術的なバックグラウン

ドで政策を決める、判断するということと、それから、パブリックのコンフィデンスを得

るという２つであるとおっしゃられたのですが、まさしくこのテーマがそのとおりだと。

ただ、渡辺さんが言うように、今、桐本さんもおっしゃったように、これが共通のもの

として理解できるかはなかなか難しいです。たしか委員長が最後に、そういう科学的なも

のを理解することが必ずしもコンフィデンスを得ることにはならないということをおっし

ゃったのですが、皆さんの印象とここで語られたことが非常に共通の認識なのかなという

ことを思ったんです。お聞きしたいのは、これはステークホルダーがたくさん参加してい
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るのですが、本当にさまざまなステークホルダーが参加されたのかどうかということをお

聞きしたいのです。

○山口主査 もし事務局でデータありましたら。

○生越課長 このテクニカルセッション２におきましては、手元に数字がないのですけれ

ども、原子力の関係の方々、これは事業者の方、研究機関やＴＳＯの方、そういった方々

もたくさんいらっしゃっていました。あと、ほかのセッションと比較して比較的多かった

方々は、自治体の方々に結構たくさん出席していただいていました。あと、なかなか定義

があれなのですけれども、一般の者ですということで討論なさった方の人数自身は、実は

ほかのセッションに比べると若干少な目だったのかなというところがございました。とい

うことで、ステークホルダー、どういった人たちがこのテーマの場合、対象かというのは、

いろんな考え方があると思うのですけれども、その意味では、比較的専門分野に近い方々

が多かったというのはございますけれども、地元の方々も結構多く来ていただけたという

ことで、それなりのそういった方々の参加だったのではないかと思ってございます。ただ、

いずれにしても、今回のやり方が一番いいかどうかというのは勿論ございますので、参加

していただく方への御案内の仕方も含めて、次回進めていくに当たっては、今回のことを

生かして進めていきたいと思います。

○山口主査 よろしいですか。

では、ほかの委員の方からいかがでしょうか。

どうぞ。

○渡辺委員 資料の修正をしていただきたいと思います。まず、２ページ目の私のタイト

ルなのですが、「首席」ではなく「主席」なので、直しておいてください。

もう一つ、これはちょっと技術的な話なのですが、４ページの一番上に「４万炉年に一

回炉心損傷がある」という言葉があるのですが、これはすごく違和感があるのですけれど

も、こういう具体的な数値の発言はあったのでしたか。これ、４万年ではなくて、何万年

とか、ぼやっとした言い方だったのを、多分、速記者が４万年と聞き間違えたのではない

か。余りにも具体的過ぎますよね。

○生越課長 ４ページ目のそこの部分については、今の御指摘を踏まえて修正をさせてい

ただきます。

○山口主査 ありがとうございます。

皆さんの御意見を伺うと、試みとしては非常に有益で、期待できるということなのだろ

うと思いますが、私の印象としては、いつもこういう話をすると、説明が難しい、わから

ない、専門用語が多いという話に帰着してしまうのですけれども、両方の側からの歩み寄

りといいますか、ある意味ではステークホルダーと言われる方は責任があって、自ら専門

のところに一歩入っていただくということも重要なのではないかという印象を持ちました。

よろしければ、次の議題に移らせていただきます。次は、日本原子力学会でのこれまで

の取組状況でございます。日本原子力学会では、御案内のとおり、レベル１～レベル３ま
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でのＰＳＡ標準など、学協会規格の策定やリスク情報活用に関する課題の検討などを進め

られております。その状況について説明をお願いしたいと思います。説明は村松様から、

よろしくお願いします。

○日本原子力学会（村松） 原子力機構の村松でございます。

日本原子力学会標準委員会では、リスク専門部会におきましてリスク関連の標準を整備

していますので、本来であれば、その部会長である平野光将先生が最適なのですが、本日

抜けられない御用があるということで、レベル１のＰＳＡの分科会の主査を務めました関

係で私から説明させていただきます。

２ページ目を見ていただきたいと思います。まず目次ですけれども、リスク専門部会の

活動の概要を先に述べさせていただいて、２番目に、この学会の標準は保安院の技術評価

に耐えるように、それを念頭に作成していますので、そのための基準との関係について説

明させていただきます。３番目に、既に作成した標準の構成、４番目に今後の課題を検討

するタスクの活動、最後にまとめとなっています。また、その後に参考としまして、比較

的多く使われると思われる標準の概要とタスクの提言を示しておりますが、これらは時間

の関係で少しはしょりながら説明をさせていただきます。

では、３ページ目に行っていただきたいと思います。標準委員会では、リスク専門部会

におきましてリスク関連標準の策定を進めているわけですけれども、この委員会の構成と

しましては、リスク評価の専門家だけでなくて、リスク情報を活用する分野、例えば、保

守ですとか、そういった部門の専門家にも参加していただいて、実用性の高いものになる

ように考慮しております。

それから、標準の作成においては、事業者が自主的な安全確保努力のために使うという

ことも当然あるわけですけれども、規制に使う場合には、横に示しました三角形の規制の

体系の図の中で、具体的な方法を規定する民間規格の役割を果たせるようにつくる必要が

あると考えておりまして、そのために技術評価の条件を考慮して作成を進めているわけで

ございます。このほか、タスクやワーキンググループという名前のグループをつくりまし

て、リスク関連の標準の体系的な整備のための課題等の検討を進めております。

では、次のページに行っていただきたいと思います。技術評価の基準との関係ですけれ

ども、技術評価の基準としては、保安院で作成された基本ガイドラインと、ＪＮＥＳがつ

くられたＰＳＡ品質ガイドラインがあると思っております。これらの要求事項に対応する

ようにということを考えているわけです。ここに示しましたのは、保安院が作成された技

術評価についての文書に示された技術評価時の条件に対してはどういうふうにつくってい

るかということを示しております。

上から順に申しますが、まず、第１の規格の策定プロセスについて、公正、公平、公開

を重視したものであることという要求がありますけれども、これについては、委員会の構

成について、まず業種別に偏らないようにすること、議事録及び資料、原子力学会のホー

ムページで公開すること、作成手順に公衆審査のプロセスを入れること、会合を公開する
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ことなどによって対応しています。

第２の技術基準やその他の法令、またはそれに基づく文書で要求される性能との対応が

取れることという要求につきましては、基本ガイドラインやＰＳＡ品質ガイドラインの要

求に対応させるように作成をしております。

それから、第３の要求される性能を達成するために必要な事項については、具体的な手

法や仕様が示されていることがありますが、これについては標準の本文と、付属書のうち

規定という部分でガイドラインの性能規定を受けた具体的な要求事項とか手法を示すよう

にしています。また、複数の手法が認められる場合には、その使用条件、あるいは結果の

特徴などを期待して選択、判断ができるようにしております。

それから、第４で、具体的な手法について、その技術的妥当性が証明、あるいはその根

拠が記載されていることという要求については、附属書として参考という分類のものをつ

くっておりまして、または解説といった部分で、標準の規定内容の根拠や考え方を記載し

ています。

次にまいります。これまでに作成したリスク情報活用に関する標準の構成をまとめて示

しております。上から下に行くにつれて、レベル１、レベル２、レベル３、ＰＳＡ用パラ

メータ推定というＰＳＡの手法に関する項目と、最後にリスク情報の活用の方法という項

目に分けてつくっておりまして、横軸には内的事象及び外的事象を含めた起因事象の特性

による分類を示しています。

まず、レベル１の標準ですけれども、これについては、運転中と停止時を含めて内的事

象についての対応ができておりまして、それから、外的事象については、地震についての

ＰＳＡ標準ができております。それから、溢水、これはプラント内の溢水ですけれども、

これについては策定を開始したところ。それから、火災については今後対応することにな

っています。

それから、レベル２ですけれども、これについては、運転中の内的事象を対象にしてつ

くっております。これは停止時についてもほぼ適用できるものであって、停止時について

もレベル２までこれを準用してできるという状態です。それから、地震につきましても、

地震特有の考慮しなければならない事象については、地震についてのＰＳＡ標準の中で示

しておりまして、これと内的事象に関するレベル２ＰＳＡ標準を組み合わせると、地震に

ついてのレベル２ＰＳＡもできるという形になっています。それから、溢水については、

レベル１ＰＳＡの標準と一緒につくっております。それから、火災については今後です。

それから、レベル３ＰＳＡ標準は、内的事象、外的事象、運転中、停止時を含めて共通

に適用できるものとして作成済みであります。

それから、ＰＳＡ用パラメータ推定の標準ですけれども、これについては、基本的には

内的事象のＰＳＡで多く使われるわけですが、ほかのＰＳＡにおいても使用することがで

きるものとしてつくっております。

それから、リスク情報活用標準につきましては、さまざまな分野への活用があるわけで
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すけれども、当面、運転管理への活用に重点が置かれることから、運転管理の在り方を変

更する際の意思決定にリスク変化の情報を活用するという場合に適用するための標準を作

成済みです。これについては後ほどもう少し詳しく説明いたします。

この表の周りに全体的な特徴を書かせていただいています。まず、一番上の部分ですが、

全体としてはＮＩＳＡ及びＪＮＥＳのＰＳＡ品質ガイドの要求事項を満たす具体的方法を

示すとともに、評価者の工夫も可能とした内容になっています。

また、リスク情報の活用については、基本ガイドラインの要求事項に沿って手法を示し

ています。

更に、パラメータの標準は、これまで課題であった国内の故障実績の反映を可能にする

分析値を示しています。

全体として、使用実績のある手法を基に構成しています。

それから、世界的な水準と比べましても、地震ＰＳＡの標準などは、まさに最先端を行

くものでありまして、それから、この表で示しました全体をカバーする範囲についても、

米国などと比較しても遜色のないものと言えると考えています。

なお、今、示したのは原子炉ですけれども、核燃料サイクル施設についても、今後、標

準の整備を進めることにしております。

次のページにまいります。原子力学会では、原子力学会の標準整備の方針を検討するた

めにタスク活動を行っております。リスク情報については、評価の対象も、評価結果の応

用も非常に多岐にわたりますので、体系的に進めるための整備の優先度づけですとか、個

別の標準間の役割分担を定めるというのは非常に重要な課題でございます。このためのタ

スクグループやワーキンググループの活動を行っているということでございます。２００

８年には１つ報告書が公開されておりまして、学会での標準整備のロードマップですとか、

学会だけでは解決できない課題も含めて、解決に向けた提言を示しております。本日は立

ち入った説明はできませんが、このワーキンググループの提言を御参考のために本資料の

最後のページに付けさせていただいています。

次のページはまとめでございます。原子力学会標準委員会では、リスク情報活用に備え

てＰＳＡ手法の標準及びリスク情報活用の標準を作成してきましたが、これら当面のリス

ク情報活用に備えたラインアップとしてまとまっております。すなわち内的事象はもとよ

り、我が国でリスク上重要な地震事象についても、また運転中と停止時のすべてのプラン

ト状態もカバーし、更にＰＳＡに共通して使えるパラメータの推定手法も提示しておりま

して、炉心損傷から格納容器喪失の頻度、更には個人リスクまでも評価できる標準になっ

ております。

また、これらは規制における活用のための技術評価を考慮しまして、公正・小平・公開

な策定プロセスを定め、リスク情報活用ガイドラインとＰＳＡ品質ガイドラインに整合す

るように考えてつくっております。

このほか、原子力学会のリスク関連標準の体系化ワーキンググループにおきましては、
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今後の活動のための計画をつくるとともに、課題や提言を示すといった活動も行っており

ます。

最後の⑤は私どもの期待でございますけれども、これらの標準は、基本ガイドライン及

びＰＳＡ品質ガイドラインに基づいて、技術評価及びエンドースが行われるものと解釈し

て進めてまいりましたけれども、事業者における活動の推進のためにも、標準の規制当局

による技術評価、エンドースのプロセスが早期に進展することを期待しております。

次のページからは、参考といたしまして、幾つかの標準、ほかにも標準があるのですけ

れども、決してそれらの標準が重要でないというわけではないのですが、比較的多く使わ

れると思われます４つの標準について、概要を示してございます。

次のページに行っていただきまして、まずレベル１ＰＳＡの標準なのですけれども、レ

ベル１ＰＳＡは、プラントの安全に直接関与している設備に関する評価を行うものでござ

いますため、リスク情報活用にとっては非常に重要な手法の１つだと考えております。ま

た、内的事象についてのレベル１ＰＳＡの標準がつくられているわけですけれども、これ

は外的事象のＰＳＡについてもシステム解析のための基礎になる情報を提供するものであ

りまして、役立つものであります。

次のページにまいりますが、この標準がＰＳＡの品質ガイドに示された要求事項に沿っ

てつくられているということなのですけれども、それは具体的にはどういうことなのかと

いうことを、簡単な例で概略的に御説明したいと思います。例えば、ＰＳＡ品質ガイドラ

インでは、システム解析については、成功基準で設定した緩和設備の要求される機能を阻

害する可能性のある原因の組合せを網羅的に特定することというような要求、あるいはそ

れに加えて、より具体的な要求が並べられているわけです。これに対応しまして、私ども

のレベル１ＰＳＡの標準では、網羅的に特定するための方法としまして、８.１.１という

節でＦＴ（Ｆault Ｔ ree）を用いることを示しまして、更にＦＴの作成の仕方について、

より詳細な方法を示しているという形になっています。この方法の中では、ＰＳＡ品質ガ

イドラインで示された要求を含めて、より具体的な方法を示すという形を取っています。

次のページにまいりまして、レベル２ＰＳＡ標準の意義と構成ということで書いており

ますけれども、特徴的なところだけ申しますが、意義の４番目のポツに当たるところです。

レベル２ＰＳＡ標準では、炉心損傷事故の解析が中心になります。そのために、シビアア

クシデントに関する物理現象について、国内外の実験ですとか、あるいは解析的な研究の

知見を参考として示しておりまして、これを実施者が参考にできるようにしております。

次のページですが、パラメータの推定に関する標準です。パラメータの標準につきまし

て最も重要な点は、リスク情報の活用において、これまで余り十分に使われてこなかった

国内の実績データを反映して運転管理等の変更の評価ができるようにするために、国内実

績のデータの分析の手法を示していることでございます。

この方法については、次のページに行っていただきたいと思います。ここに特徴を示し

ております。このＰＳＡ用パラメータというのは、代表的なものは故障の発生率などです
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けれども、故障の発生数などの運転経験のデータから、ＰＳＡに用いる故障率というパラ

メータを推定するために、これまで複数の統計学的な手法が使われてきました。世界的に

見てもそういうことであったわけですけれども、これについて、現状での方法を改めて調

査をしまして、比較検討を行いました。どっちを選ぶべきか、かなりいろいろな議論があ

ったり、解析をやってみたりして、そういう検討を踏まえた結論としまして、次のように

しています。

我が国では２つ代表的な方法があって、原安協手法とか、これは頻度論的手法とも呼ば

れているものですけれども、その手法については、不確実さの評価に専門家判断に頼る部

分が大きいこと、それから、国内で故障実績がない機器については保守的な仮定を置く必

要があった。例えば、発生係数を０.５件とするといったものでございました。

これに対して、ベイズ統計手法というのがありまして、これでは不確かさを評価する論

理的な枠組みを与えるとか、それから、国内での故障件数が少ない場合でも、国内のデー

タと国外のデータをうまく合理的に組み合わせて評価ができるといった利点がありますの

で、こちらの方法を推奨することにいたしました。

それから、共通原因故障につきましては、これもいろいろな方法があるわけですけれど

も、米国などで推奨されているインパクトベクトル法を推奨することによって、国際的に

も共通な方法が取れるようにということを考えております。

次のページにまいりまして、リスク情報活用標準でございます。これにつきましては、

特に運転・保守管理の変更に適用するということを念頭に置いた標準をまず作成しており

ます。これのためには、基本ガイドラインの要求事項に対応するということを念頭に作成

しております。

具体的な内容について、次のページでちょっとだけ御説明をいたします。次のページの

先頭に基本的要求事項というのがございますけれども、現行の規制規則類を満足すること、

深層防護を堅持すること、適切な安全余裕を確保すること、リスクを十分に抑制すること

及び変更による影響を監視することということですが、これらは基本ガイドラインにも示

されたものであります。

これに対して、それぞれごとに具体的な対応方法を示しているわけですけれども、その

１つの例としまして、ｄ．リスクを十分に抑制することの判断基準について、どのように

扱ったかということを示しております。まず、リスクの変化分、これは運転管理の方法を

変えることに適用することであるわけですけれども、その場合にも、まずリスクの絶対値

は原子力安全委員会の性能目標を満足することを確認いたします。

更に、リスクが変更前からどれだけ増加するかということを見るわけですけれども、そ

れについては、炉心損傷事故の発生頻度と格納容器の機能喪失の発生頻度、その２つがど

う変わるかを見ます。

下につけている２つは、ともに炉心損傷頻度の増分が十分低いかということを考えるた

めの図でございます。これは絶対値と相対値と両方考えるということがあって、二次元的
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な図になっていまして、横方向にはベースラインの、変更前の炉心損傷頻度を見る。それ

に対して、増加分がどれだけになるかを見る。白い領域はやってよい領域、黒い領域はや

っていけない領域、灰色の領域は条件つきで実行するというような領域になっておりまし

て、相対値と絶対値の両方を考慮することから、斜め線と水平方向の線を組み合わせたよ

うなものになっております。

右と左に２つの図を示していますが、左側は外的事象も含めた全リスクに対応するもの

であります。しかし、現在、まだＰＳＡの方法は進行中の部分もありますので、全リスク

を評価するのは現状は難しい段階です。そこで、内的事象のリスクだけに注目をして評価

することも認められるべきであるということで、その場合の方法基準を示したのが右側で

す。この場合は、炉心損傷頻度の絶対値に対して１桁ずつ厳しい値を用いるようにしてお

ります。勿論、この図だけですべてできるわけではなくて、定性的な検討として外的事象

への影響なども考慮する必要があるわけですけれども、それについては具体的に米国など

でなされた例なども参考で紹介をして対応ができるようにしております。

以上、簡単でございますが、原子力学会の状況を御説明いたしました。

○山口主査 ありがとうございました。

原子力学会では、リスク情報活用を行うに当たっての技術的な基盤を提供していて、現

段階で相当のところが出来上がっているという御紹介をいただきました。どうもありがと

うございます。

それでは、御質問、御意見などをお受けしたいと思います。

どうぞ、神田委員。

○神田委員 非常に興味深く、前進がかなり見られる様子を御報告いただいたのですけれ

ども、私、建築の分野におりますと、いわゆる法令基準と民間基準がどういう形でタイア

ップしていくことによって社会の信頼を得るかというのが非常に大きなテーマとして感じ

ているのですけれども、原子力の分野では、私、実務の方は余り細かいところは知らない

ので、まずはっきりしておくべきかなと思ったのですが、基本は、原子力安全委員会があ

って、それから、保安院で個々の物件に対しても事業者のヒアリングなども行った上で、

耐震の場合ですと、耐震安全審査指針にのっとった評価が行われているかどうかという確

認をするというのが実務上の基本だと思うのですが、さまざまなところで原子力施設の安

全性を確認するときに、例えば、原子力学会で出されている標準を引用して、それにのっ

とって行うというような記述があると理解しているんですが、これも先ほど村松さんから

御紹介あったように、保安院の技術評価に耐えるものになることを、これをつくる人が意

識してやっている、しかもエンドースの進展を期待するというような御発言があったので、

基本的な構図はそういう構図だと思うのですけれども、まず、その辺り、確認させていた

だけますでしょうか。

○山口主査 村松さん、お願いします。

○日本原子力学会（村松） 確認と申しましても、その構図は規制機関が作成するもので
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すので、私が何か申し上げるものではないと思うのですが、一言だけ原子力学会から申し

ますのは、先ほど、これからどんどん進展していくことを期待しておりますということを

申しましたけれども、その中で、私どもがつくった標準が完全に十分かどうかというのは、

それは評価をいただいて、ここは不十分ではないかとか、部分的にはそれは出てくるだろ

うとは思いますけれども、それは御指摘をいただいて、必要ならば修正していくというこ

とだと思っております。

一応、そういう検討を進めていくための材料としてはおつくりをしたという状況だと考

えているわけです。それを実際に組み入れていくというのは、保安院及び原子力安全委員

会の御判断と思っています。

○神田委員 ありがとうございます。

例えば、国と学協会のような専門家集団の判断と、個々の専門家の判断、それと事業者

としての判断、先ほどリスクのステークホルダーの話がありましたけれども、かなり立場

が違うわけで、一般に国民が信頼に足るというふうになると、国は信頼できるけれども、

事業者は信頼できないみたいな雰囲気がどうしてもあって、議論がうまくかみ合わなかっ

たりするようなときがあるのですが、そういうときに、例えば、国の詳細な方法等を専門

家の委員会だとかヒアリングで議論するというのと、民間基準が適切に運用されているか

どうかを判断するというのはかなり次元が違う感じもするのです。

私は、専門家の判断が適切に社会に還元していくためには、すべて国の基準におんぶし

てやっていったのでは一歩も先へ進まなくなってしまったりするので、こういう民間基準

がうまく活用されることがすごく大事だと思うのですけれども、その民間基準をどうやっ

てアプルーブするのかというところが非常にあいまいで、現実に非常に難しいわけです。

だから、こういうものが早期にエンドースされることと言われたのだけれども、そういう

仕組みがちゃんとできていないと、こういうことを２０年、３０年言い続けているだけに

なってしまっては、やっている意味もないので、その辺りは特にリスク情報活用検討会と

して、どういう形で整備していくことによって、こういうものがうまく生かされる仕組み

になっているのか、我々も仕組みを知らないと議論ができないので、その辺りをクリアに

していくことはすごく大事かなと思いました。

○山口主査 ありがとうございます。

何か。

○大島統括安全審査官 神田先生、ありがとうございます。

まず、運用の関係でございますけれども、我々、原子炉等規制法、それから、電気事業

法に基づきまして安全確保の規制を行っておりますけれども、従来は省令もしくは告示等

において、いわゆる仕様規格という形で定めておりましたけれども、平成１４年に性能規

定化をして学協会規格を活用するという形で方針を出しまして、その結果といたしまして、

例えば、技術基準を定めております省令について、性能規定化をする改正を行いました。

その改正を受けて、具体的に各個別の学協会のどの規格を用いてよいのか、通常エンドー
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スと言っておりますけれども、それについて、保安院は、ＪＮＥＳの協力を得て、技術評

価と言っておりますけれども、対応する省令に基づく法令要求を充足しているかどうかと

いうことを確認いたしまして、従来でありますと、例えば、原子炉安全小委員会の下のワ

ーキンググループで確認をしていただいた上でエンドースという形で枠組みの整備をして

ございます。

一方、個別具体的なもの、リスクについてどうかと言いますと、そこのところは実は必

ずしも明確ではないというのは確かでございまして、そのために基本的考え方、基本ガイ

ドライン、品質ガイドラインの試行版という形で定めさせていただいております。その結

果を受けて、今回、原子力学会で標準をつくっていただいているわけですけれども、この

検討会を再開するに当たって、実は、再開の第１回目のときに、今後の当面の審議事項を

審議していただきましたけれども、その中に、まさに原子力学会の標準というものをしっ

かりと技術評価、エンドースをすることも含めて、この検討会で審議をしていただいて、

その方向性を出していきたい。そのためには勿論、根本になっている基本的考え方であり

ますとか、基本ガイドライン、品質ガイドライン、これについて必要な見直しがないのか

というのを確認して、その上で、なるべく早い段階でエンドースに向けた取組みというも

のを考えていきたいと思ってございます。

○山口主査 ありがとうございました。

神田委員、どうぞ。

○神田委員 しつこくて申し訳ありませんけれども、今、村松さんから伺った印象では、

ほぼ完成の域に達していると。ただ、パラメータをどう設定するかというのは永遠に答え

の出ない問題ですから、そこに完璧を期するということをやっていたのでは、永久にだれ

もエンドースできないことになってしまうので、専門家の判断がどういう形で生かされる

ことによって、これがうまく使えるのかということが私はポイントだと思うのです。

今日伺っている範囲では、標準化済みとなっているし、残余のリスクの評価にも用いら

れているという表現もあって、ほぼ完成の域に達しているように思うのです。そうしたと

きに、今の御説明だと、告示の中に、例えば、審査プロセスで、この原子力学会のＰＳＡ

の基準を使いなさいというようなことを仮に書くとしたら、どこにどういう委員会を立ち

上げて、どういうことをすればいいのかという辺りもある程度クリアにしておかないと、

ここの場でどこまで議論して、これが実用化に向けて一歩になるのかということにならな

いので、是非その辺を進めていただくことを期待したいと思います。どうもありがとうご

ざいました。

○山口主査 ありがとうございます。

そういう御意見があったことを踏まえ保安院の方でもよろしくお願いします。

それから、先ほどの神田先生のお話で、原子力学会標準は５年ごとに見直すという話に

なってございますので、先ほどのパラメータの話も含めて、逐次新しい知見情報は反映さ

れていくという枠組みが多分出来上がっているということかと思います。
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どうぞ、阿部委員。

○阿部委員 先ほど私、リスク情報を生み出す仕事と、それから、リスク情報を使う仕事

は違うということを申し上げましたが、今日、その標準として示されている中で、１４ペ

ージ、参考４のところは、リスク情報を使う方の話ですね。しかし、ここで原子力安全委

員会がつくった安全目標、性能目標の話が出てくるわけですが、安全目標は中間とりまと

めにおいて、これは個別プラントが十分安全であるかどうかには当面使わないと、こうい

うふうに決めているわけです。そういう使い方ではなくて、評価をした結果、あるプラン

トは満足し、そうでないプラントは満足しないということがあったときには、我々の規制

のどこを直したらいいかということに使うのだと。規制上の判断はそうやってつくられた、

原則として決定論的な規則に照らして見るのだと、こういうふうに全部規定しているわけ

です。

性能目標というのは、安全目標の下部目標ですから、当然安全目標の使い方の拘束を受

けるわけです。そうしますと、まず安全目標そのものがまだ中間とりまとめであって、そ

れが確定していない。それから、もし性能目標をここにあるように判断基準として使うと

いうことになれば、これは安全目標が今、決めているものとは違いますから、それをする

前に、安全目標そのものの使い方について見直しをしなくてはならないこういうことだと

思っているのですが、これに関しては、どういう議論でこういうふうになっているのかと

いうことをお聞きしたいのですが。

○山口主査 いかがでしょうか。

○日本原子力学会（村松） ここについては、公式な見解を原子力学会としてまとめてい

るわけではありませんので、私の個人的な解釈なんですけれども、示させていただきたい

と思います。

まず、この性能目標については、私どもは、まだ案であるということなのですが、学会

の標準というものが、こういう形でもって、ある１つのセットとして保安院の要求する基

本ガイドラインに対応する方法の案を提示しているものだと思っています。だから、それ

に対して、全体としてまず、これでいいのかどうかを見ていただくということだと思いま

す。

また、原子力安全委員会がその使い方について、（案）を取ってもらいたいというのも、

当然必要なことだと思っております。そこについては、最後の１５ページ目の表の中の左

から２番目の原子力安全委員会への提言に、安全目標及び性能目標の規制上の位置づけを

明確にしてほしいと、実は私どもも希望はしております。

それから、もう一つの点を考えていただきたいのは、原子力安全委員会の安全目標の中

間とりまとめの表現としましては、個別のプラントに使わないというのは、もう少しよく

読みますと、リスクの絶対値でもって、これでいいとか悪いとかいう判断に使うというこ

とは将来である、すぐにそこに行けるわけではないといったことも書いてあります。

私どもが判断基準のここに示しておりますのは、確かに絶対値についてもそれを求めて
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いるのですけれども、それと同時に増分についても求めていて、どちらかと言いますと、

当然絶対値についてはクリアしているものについて、絶対値がぎりぎりのときに事業者は、

これは標準を使うということはなかなかないのではないかと、私は個人的には思うのです

けれども、変更時の増分についての評価をしているわけです。その場合、私は、絶対値に

関して使うというよりは、増分について使うというのは、いわばリスクの増加についての、

メカニズムについての理解を定量化したものとして表示されているものでありますので、

ずっと信頼性がおけるものだと思っております。

更に、原子力学会の標準の中では、単なる数字でそのまま判断するということではなく

て、最後に総合的な判断というプロセスを置いて、総合的に考えるということも要求をし

ております。そういったことを併せて適用していくものと考えていただきたいと思います。

○山口主査 少し原子力学会の活動の紹介という議論を超えている部分もありますけれど

も、よろしいでしょうか。時間が超過気味なので、簡単な御意見など、どうぞ、神田先生。

○神田委員 今の阿部さんの意見に入ってしまうのですけれども、原子力安全委員会が安

全目標に関してクリアにしていないということを受けて、耐震審査指針の中では、基準地

震動の確率論的な位置づけを明確にしなかったわけです。しなかったけれども、基準地震

動が安全レベルを確率論的にどのぐらいのものなのか必ず参照しなさいと言っているわけ

です。そうすると、結局、ある程度確定的に基準地震動がつくられて、今の審査プロセス

の中で出来上がったものが、こういったＰＳＡでどういう位置づけになっているのかとい

う実績を積み上げないと、いつまでたっても安全目標を具体的な数字にしましょうという

議論には行かないわけです。ですから、今の段階で、これだけのものが原子力学会の中で

提供されたのだから、それを国がどうやって規制の中で生かしていくのかということを前

向きに示さないと、いつまでたっても先へ進まないということなので、先ほどの話に戻っ

てしまうのですけれども、ＰＳＡを審査プロセスの中で活用するということを具体的にや

っていかなければいけないと思います。

○山口主査 ありがとうございます。

非常に重要な御指摘で、そういう点につきましても前向きに進めていくということを先

ほど保安院からもおっしゃっていただきましたので、是非お願いしたいと思います。

何かございますか。もしよろしければ次の議題に移らせていただきます。ありがとうご

ざいました。

次は「米国におけるリスク情報活用の動向について」でございまして、ＪＮＥＳの牟田

主任研究員から説明をお願いいたします。どうぞ。

○ＪＮＥＳ（牟田） 「米国におけるリスク情報活用の動向について」御紹介したいと思

います。ＪＮＥＳの牟田でございます。

１枚めくっていただきまして、目次でありますが、本日御紹介する内容の項目でござい

ます。「まえがき」の次に、米国におけますリスク情報活用の主要動向、時系列順に整理

したものをまず御紹介し、その後で、今度は項目別の広がりを示すためには分野ごとの分
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類を試みております。その分野ごとにリスク情報の活用の具体的な項目について簡単に御

紹介した後で、最後に我が国のリスク情報活用状況との比較検討を試みてみましたので、

こちらを御紹介したいと思います。

めくっていただきまして「まえがき」でございます。今日御紹介する資料の位置づけで

ございます。本資料は、米国におけます原子力安全規制への「リスク情報」の活用動向に

ついて概要を紹介するということでございます。こちらの活用状況を整理することで、当

面の実施計画の改訂の参考とすることになろうかと考えております。

次のページでございます。「米国におけるリスク情報活用の主要動向」でございます。

時系列順に整理したものであります。御存じの方もいるかと思いますけれども、復習の意

味も込めまして簡単に触れていきたいと思います。

当初、１９７０年中盤ごろにＷＡＳＨ－１４００というＰＲＡの研究が出てまいりまし

て、その後、ＴＭＩの事故等を経まして、積極的にＰＲＡの重要性が認識されてきたとい

うことであります。その後、ＮＲＣによるシビアアクシデント政策声明が発表になり、安

全目標ですとか、ＮＵＲＥＧ－１１５０のＩＰＥ等を経ましてＲＩＲの導入計画を検討す

るといったのが９０年代初頭の流れとなってございます。その後、９４年辺りからＰＲＡ

の活用政策声明が検討されておりまして、パイロット研究等を経て関連する規制ガイドラ

インが９０年代の後半ごろから制定されてきているという流れでございます。右半分、２

０００年代ですと、産業界からのガイドラインですとか、あと、個別の活用項目に対する

連邦規則ですとか、規制ガイドが順次発行されて現在に至っているという状況かと理解し

てございます。

続きまして、４ページ目でございます。今の時系列に対しまして、今度は項目の広がり

を整理してございます。分野別に分類しておりますけれども、今回、理解をたやすくする

ためにこちらの分類を考えてみたものでございます。大きく４つほどに分けてございます。

１つ目が、規制要件の策定にＰＲＡ等のリスク情報等を参考にして活用されるものであり

まして、こちらはまた大きく２つに分かれているかと思います。規制要件への適合に事業

者によるＰＳＡ、ＰＲＡの実施が要求されないもの、これは結果的に決定論的な要求にな

ってくるかと思います。あとは、同じくＰＳＡの実施が規制要件への適合に要求されるも

のを考えてみました。それから、３つ目は、規制活動においてＮＲＣがＰＳＡを実施する

もの。最後に、インフラ、政策声明ですとか、規制ガイドラインの整備に係るものとして

おります。

これらの分野に応じまして、主な項目をピックアップしたのが次の５ページ目でござい

ます。今、若干触れましたけれども、Ａにつきましては、主に規則類が集中してございま

して、Ｂの適合確認にＰＳＡの実施が要求されるものには、規制ガイドライン等が主に分

類されるような形になってございます。あとはＣで、ＲＯＰですとか、直接ＮＲＣがＰＳ

Ａを実施するものとしては、これらの項目。最後にインフラとしては、安全目標、性能目

標、政策声明、それから、関連する規制ガイドライン等という形になってございます。
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６ページ目でございますけれども、こちらは、今、分類をいたしました米国での活用項

目と、あと、今回、実施計画の改訂案の御説明があるかと思いますけれども、そちらの主

な分野との関係を整理したものでございます。表の形になっておりまして、今のＡ、Ｂ、

Ｃが先ほど御紹介した米国の活用項目の大きな分類でございまして、縦軸が実施計画の各

分類の分野となってございます。設計審査、検査・運転、事故故障対応、最後は基盤とい

う形になっております。先ほどのＤの項目も分類としてはありましたけれども、中身は主

に基盤の整備ということですので、この表からは一応、整理の対象外としてございます。

次の７ページ目から８枚ほどにわたりまして、今、分類したものの活用項目ごとの検討

状況について簡単に御紹介しております。時間が押しておりますので、主なものについて

触れていきたいと思います。

まず、Ａの分類でありますけれども、１つ目に、ＳＢＯ、全交流電源喪失の規則がござ

います。検討状況としまして、まず中身でありますけれども、サイト条件ですとか、プラ

ントの設計、ＳＢＯの発生頻度及び継続時間に対する炉心損傷頻度の影響を解析いたしま

す。それらの結果をベースに、これは個別のプラントへの要求ということですが、外部電

源ですとか、非常用所内電源の信頼性に応じてＳＢＯへの耐性をそれぞれ要求するといっ

た規則になってございます。これは時期的に、１９８０年代後半にまずＳＢＯ規則が公表

されまして、それに次いでＲeg Ｇuide が公表されているといったことでございます。

あと、加圧下熱衝撃が２番目にございますが、こちらは、照射脆化が進行した原子炉容

器に対しましてＥＣＣＳが作動する等によりまして熱衝撃が係ることを受けて損傷するこ

とを防止する規則でございます。現状、代替規則が規則案という形で公表されて、２０１

０年１月に最終案という形で、今、公表されている形かと思います。

あと、同じように、主に規制規則類の御紹介が次の８ページ目辺りまで出てまいります。

標準テックスペックの開発ですとか、格納容器漏えい試験の規則、その他、可燃性ガス制

御要件といった中身になっておるかと思います。

それから、９ページ目であります。今度は規制規則の策定にリスク情報を活用して、そ

の適合確認に事業者によるＰＳＡの実施を要求するものであります。１項目目、構築物、

系統及び機器の分類及び取扱いに関するものでありまして、こちらは保守規則と対応して

いることになろうかと思います。中身としましては、安全機能ですとか、安全上の重要度、

これはリスク重要度によるものでありますけれども、それに応じた分類を行いまして取扱

いを決めるというものであります。こちらも規則がまず２００４年に出てまいりまして、

それに対して産業界の分類ガイドライン、それから、規制ガイドラインが２００５年、２

００６年辺りに出てきているといった中身になってございます。

２つ目が、ＩＰＥ、ＩＰＥＥＥでありますけれども、これは８０年代のシビアアクシデ

ント政策声明を受けまして、その後、Ｇeneric Ｌ etter によって、ＩＰＥ、ＩＰＥＥＥの

実施要求、要請がなされて、９０年代にＩＰＥのとりまとめ、２００２年にＩＰＥ、ＩＰ

ＥＥＥのまとめという形でまとまってございます。これは主に各個別プラントのＰＳＡを
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行いまして、安全性向上策を実施して、その提出を要請したものという中身になってござ

います。

あとは、保守規則ですとか、１０ページ目に続きまして、供用期間中試験、テックスペ

ック、供用期間中検査に対するものがＲeg Ｇ uide として公表されている形になってござ

います。

あと、１１ページ目に火災防護に関する改定でありまして、これは２０００年代以降検

討されているものでありまして、パフォーマンスベースの火災防護の計画に変更していく

というものになってこようかと思います。一番下のポツでありますけれども、２０１０年

にＮＦＰＡ８０５、パフォーマンスベースにおきます火災防護基準という民間基準であり

ますけれども、そちらへの移行が多くのプラントで表明されているといった中身になって

ございます。

８番目は、ＤＣ、ＣＯＬにおけますＰＲＡの要求ということになってございます。

それから、１２ページ目、今度は、規制活動においてＮＲＣが直接ＰＳＡを実施してい

るものということでありまして、項目的にはＲＯＰ、これはＰＩ、ＳＤＰ等を含むという

ことかと思います。

それから、前兆事象プログラム（ＡＳＰ）ですとか、事象調査プログラム（ＭＤ８.３）

といったところで、実際にＮＲＣがＰＳＡを実施して、その対応方針等を決めているとい

ったものになってくるかと思われます。

１３ページ目、１４ページ目は、インフラの整備に係るものでございます。１つ目は、

安全目標、性能目標の策定ということでありまして、冒頭御紹介しましたように、８６年

に安全目標が公表されて、あとは性能目標が出ている。性能目標につきましては、補助目

標ということでありましたけれども、活動が進むにつれまして実用的な判断基準として用

いられるといった経緯となってございます。

めくっていただきまして、１４ページ目であります。３つ目は、リスク情報の活用に係

る規制ガイドラインの策定であります。リスク情報の活用に係る主なガイドラインを拾っ

ておりまして、それが発行された経緯がまとまってございます。

最後に、ＰＳＡの品質に係る民間規格のエンドースということで、こちらはＰＲＡの品

質に係りますＲeg Ｇuide１ .２００に関しまして、関連する民間規則のエンドース対象を

並べてございます。よく御存じのように、ＡＳＭＥ／ＡＮＳのＰＲＡ標準ですとか、ＮＥ

Ｉのピアレビューに係るガイドライン３つがエンドースされているといったことになって

ございます。

１５ページ目ですけれども、これまで御紹介してきた米国の活用状況と我が国のリスク

情報活用状況の比較検討ということで、対応を検討してみました。比較に当たりましては、

当面の実施計画で検討された項目に必ずしも１対１対応するものではないのですけれども、

一部でも関連したものは含むといった形にしてございます。

この先の分類でありますけれども、まず、我が国の実施計画におきまして検討対象とな
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った米国の活用項目を、検討状況に応じましてⅠ～Ⅲに分類してございます。その後、実

施計画ではなく検討されたもの、または検討中のものであるとか、あとは原子力安全委員

会で実施されたものですとか、現状で我が国での活用が見込まれないようなものをそれぞ

れⅣ、Ⅴ、Ⅵということで分類してございます。

まず、１としまして、実施計画で既に検討して実施しているか、現在検討中の活用項目

でございます。一例としましては、Ｂ②個別プラントの外的事象評価。これはＩＰＥＥＥ

として米国では先ほど御紹介してございますけれども、こちらに対応するものとしまして

は、実施項目の中で、地震ＰＳＡに係る事業者の安全性評価のレビュー、設計審査分野に

なりますけれども、対応してくるかと思います。これも枠組みとしまして完全に対応する

ものではありませんけれども、我が国の実施計画に対しまして参考となるという観点で挙

げてございます。その他、保守規則ですと、例えば、保安プログラムに基づく保安活動に

対する検査ですとか、テックスペックに関しましては、保安規定記載事項の妥当性評価と

いったところが対応してくるのではないかと考えております。

ちょっと飛ばして１６ページ目にまいります。今度は２つ目の分類としまして、新規に

取り組む方向で検討中の項目でございます。こちらも詳細は後ほど御紹介あろうと思いま

すけれども、保守規則ですとか、Ｒeg Ｇuide１ .１７８（供用期間中検査）に対しまして、

それぞれ、オンラインメンテナンスですとか、ＲＩ－ＩＳＩというものが入ってまいりま

す。こういったところは参考になるのではないかと考えてございます。その他、今、お話

しありましたけれども、民間規格のエンドースというところが学会標準等の技術評価に対

応してくるのではないかと考えております。

３番目、今後取り組むべきか検討が必要な項目としましては、例えば、標準テックスペ

ックの開発ですとか、ＥＣＣＳ性能要件、ＳＳＣ、構築物、系統、機器の分類取扱い、あ

とは火災防護辺りがこれらの項目に挙がってくるのではないかと考えています。

１７ページ目であります。最後のⅣ、Ⅴ、Ⅵの分類でございますけれども、Ⅳの検討済

または実施中の項目につきましては、そちらに例を挙げておりますように、ＳＢＯ規則、

これは外部電源、非常用ＤＧの信頼性の検討がかなり前に行われておりますけれども、そ

ちらの方が対応している。あとは、ＡＴＷＳ規則に対しても、ＡＭ検討辺り、次のＩＰＥ

と重なりますけれども、こちらの方と対応してくるということかと思われます。あとは、

ＰＲＡ活用政策声明につきましては、「原子力安全規制へのリスク情報の活用導入基本方

針」という原子力安全委員会から出ておりますものを受けた「原子力安全規制への『リス

ク情報』活用の基本的考え方」が対応しているものと思われます。

あと、原子力安全委員会につきましては、現状、原子力安全基準・指針専門部会で可燃

性ガス制御要件の検討がされているかと思います。それが対応してくるかと思われます。

あと、安全目標、性能目標はそれぞれ我が国における検討、中間とりまとめといったとこ

ろが対応していくかと思われます。

最後は、現状で見込まれないもので、これは将来の検討を否定するものではございませ



- 23 -

んけれども、例えば、加圧下熱衝撃、ＰＴＳですとか、供用期間中試験といったものがこ

ういったところに入ってくるのではないかと考えてございます。

以上、実施計画等の整理ということで、最後は御紹介をいたしましたけれども、これら

の項目を参考にしつつ、今後の実施計画の具体的な検討につながっていけばと考えてござ

います。

最後のページは略語でございますので、こちらの説明は省かせていただきたいと思いま

す。

以上でございます。

○山口主査 ありがとうございました。

それでは、御質問等お受けしたいと思います。

どうぞ、渡辺委員。

○渡辺委員 １６、１７ページの分類でちょっとお聞きしたいのですけれども、特にⅢ～

Ⅵでなんですが、Ⅲにテクスペックの開発だとか、ＥＣＣＳの性能評価とか、火災防護と

か、分類とかが入っていて、ⅥにＰＴＳとか、格納容器漏えい試験だとかが入っている。

これの違いというか、どうしてこういう区分けをしたのかという理由がまず知りたい。

それと、もう一つは、Ⅲに入っている機器の分類ですが、これは正直言って安全委員会

がつくっている安全重要度分類との関係があって、どこがやるのかなというのを考えると、

Ⅴの安全委員会のところに入れるべきではないか。そういうよくわからない分類になって

いるなという気がします。

それと、ⅣのＳＢＯとＡＴＷＳの規則なのですが、先ほど電力事業者はやっているとい

う話をされていましたけれども、規制上、何か位置づけてあるのでしたか。要は、何が言

いたいかというと、アメリカはこの２つに関しては、連邦規則を設けて、事業者に対して

明確に要求をしているわけです。それに対して、日本はやっていると言っても、自主的な

ことでやっている部分がかなりあって、ある意味、行政指導文書みたいなものが出ていれ

ばまだしもいいのですが、そういうのもなくてやっている部分も多分あると思うのです。

それを実施済みという一言で片づけていいものかどうか。むしろ、そういうものに対して、

規制上の枠組みはどうするのだという議論をすべきではないかと思うのですけれども、今

の分類の仕方等を含めて、お伺いしたいと思います。

○山口主査 では、牟田さん、お願いいたします。

○ＪＮＥＳ（牟田） 分類に関しましては、御指摘のところもあるかと思いますけれども、

特にⅢとⅥで区別していますのは、現状である程度検討しているもの、調べているもの等

がありましたらⅢの方に入れてありまして、Ⅵの方は、見込みではありますけれども、我

々の理解として、とりあえず現状では検討の俎上には挙がっていないのではないかという

解釈をしているものであります。先ほども申し上げましたように、将来までこれらをやら

ないということではなくて、現状、ここはまだ手がつけられないのではないかというよう

な意味合いでございます。
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あとは、特にⅢのところで、ＳＳＣの分類とか、御指摘ございましたけれども、具体的

に、例えば、重要度分類の方でリスク情報を参考にするといった形にもなってきてござい

ますけれども、そういったものを実際にどういうふうに取り込んでいくかといったところ

の検討という意味では、そういうことをやる意義はあるのではないかと考えてございます。

あとは、ＡＭの整備につきましては、これは難しいですかね。

○山口主査 分類は、これは多分、難しいとは思うのですけれども、渡辺委員の御指摘は、

将来取り組む検討というところにきちんと入れるかどうかというポイントが１つと、それ

から、最後に御指摘あったのは、事業者が自主的にやっていて、オフィシャルに文書とし

て出ていないようなあいまいな部分をどういうふうに位置づけるのかという御指摘だった

と思います。その辺りはまた少し御検討いただければと思いますので、お願いいたします。

ほかにはいかがでしょうか。

桐本委員。

○桐本委員 私、最後の比較検討のところにかなり違和感を覚えていまして、例えば、こ

の資料を英文でつくり直して海外に発表すると、日本はアメリカの規制の状況のリスクの

活用と比べてかなり同等な感じで進んでいるのだなという資料になってしまうと思うんで

すけれども、現実としては、今、阿部委員がおっしゃられたように、現状の規制の枠組み

の中で、現状の規制をきちんとやっているかどうかを確認するという位置づけでしかリス

クは使われていないわけです。例えば、１７ページのⅣのＤの検討済みまたは実施中で、

例えば、ＰＲＡの活用政策声明書に対応するものがこれですと言うのですけれども、アメ

リカの場合、ＰＲＡ活用政策声明書は明らかにリスク情報を規制として活用するという宣

言をしているもので、これが果たしてこの右のもので実施済みなのかという話になると、

違うんではないかと思うのです。そういう位置づけではないか。日本が今、リスク情報を

いろいろ一生懸命やっていって、規制側も事業者側も一生懸命、民間でもやっているのに、

いまいちリスク情報を活用するに至らないというところが、このまとめ方だと余り見えて

こないのではないかと思うのです。そこら辺の日本とアメリカの明確に違っている部分は

きちんと出していかないと、この資料は外に出たときに誤解を受けるのではないかと私は

思いました。

以上です。

○山口主査 ありがとうございます。

今のは渡辺委員の御指摘と共通するところがあると思います。最初に御説明ありました

ように、この資料としては、これから次の議題で議論します当面の実施計画の改定という

ところで、きちんと米国の状況との違いをまず認識することが一番大きなことだと思いま

すので、今のような御指摘、是非念頭に置いて議論いただければと思います。ありがとう

ございます。

ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、どうもありがとうございまし

た。
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それでは、本日最後の議題になりますけれども、「原子力安全規制への『リスク情報』

活用に関する実施計画について」、委員の皆様に御審議いただきたいと思います。実施計

画につきましては、以前に策定されたものを改定することとなりますけれども、本日は骨

子案について説明していただきまして、今後、作成に当たって、どういう方針でやるか、

そういった御意見等をいただければと思います。それでは、事務局から説明をお願いいた

します。

○大島統括安全審査官 それでは、私から説明をさせていただきます。

まず、実施計画そのものがどうだったのかというのが、机上にハードファイルで参考資

料という形で置かせていただいておりますけれども、その中の５番目のところに、開けて

いただければわかるかと思いますけれども、｢原子力安全規制の『リスク情報活用』の当面

の実施計画｣、平成１７年５月策定で平成１９年１月改訂というものがございます。

１枚おめくりいただきまして「目次」を開いていただきますと、「実施計画の経緯、目

的」、２番目に「実施計画に対する基本方針」、３番目に「個別の実施計画」ということ

で各項目が列挙されているという形式でございます。次の１ページ目から、まさに目的で

あります。それから、３ページで基本方針。それで、個別の実施計画そのものでございま

すけれども、最初の工事計画認可届出の対象設備の妥当性評価とございますけれども、７

～８ページまで、一件一様の形で、背景、必要性、実施内容、達成目標、最後に５か年計

画での実施スケジュールというような形でまとめさせていただいておりました。

基本的には、改訂という形ですので、このようなものを踏襲する形でまとめさせていた

だこうとは思っておりますけれども、本日は骨子案ということで、まとめる方針的なもの

を御紹介させていただいて、御審議いただければと思ってございます。

資料が１４－４「原子力安全規制への『リスク情報』活用に関する実施計画 骨子案」

でございます。まず、表題は「活用に関する実施計画」ということで、「当面の」という

のをとりあえず取ってございます。これは実施段階、しっかりとやっていきたいという言

葉も込めまして、現時点で「当面の」を取ってみる案をつくってございます。

それから、項目といたしまして「Ⅰ．目的」「Ⅱ．実施計画策定に当たっての基本方針」

「Ⅲ．個別施策」という形で、大きな構成は変えてございませんけれども、特にこれまで

５年強の取組みというものもございます。それから、前回、前々回と各機関での実施状況

を説明させていただいておりますので、それらをしっかりと位置づけるということで、こ

れまでの実施状況と今後の対応方針というものをある程度文章化して、中にちゃんと書い

た上で、先ほど言いました個票というものを添付するという形式でまとめさせていただけ

ればと思っております。

骨子案の内容でございますけれども、まず「Ⅰ．目的」のところは、これまでとそれほ

ど大きく変わってございません。もともとございます基本的考え方を受けた施策をまとめ

るということを考えてございます。

それから、２パラ目のところでございますけれども、基本ガイドライン、品質ガイドラ
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イン、この２つのガイドラインを踏まえて実施するものでございます。

それから、３番目でございますけれども、これまで２回ほどヒアリングを受けていただ

きまして、種々の取組みを確認していただきしたけれども、実はまだまだこれから取り組

むものの審議を十分していただいているというわけではございません。そういう意味で、

今後のこの検討会での検討状況を踏まえまして、必要に応じて来年度途中でも見直しを実

施したいと考えてございます。

それから「Ⅱ．実施計画策定に当たっての基本方針」でございますけれども、まず、実

施計画の対象範囲でございますけれども、原子力安全・保安院が規制責任を有する原子力

施設という範囲にさせていただくということで、発電炉、それから、サイクル施設であり

ます加工施設、再処理施設というものを考えてございます。

それから、この整理に当たっては、そもそもリスク情報の活用が、科学的合理性、整合

性、透明性の向上、資源の適正配分を図る上で有用な手段の１つであるという認識に立っ

た上で、着実にリスク情報の活用範囲を拡大する観点から実施計画を策定することを考え

てございます。

３番目といたしまして、実施計画の策定に当たりまして、先ほどの議論でもありました

けれども、規制として行われているもの以外にも、事業者の方で自主的な活動で行われて

いるものも当然ございます。ですので、そういうものをしっかりと見据えた上で、かつ事

業者の活用に関する動向を踏まえた実施活動というものを整理したいと思ってございます。

それから、４ポツ目のところでございますけれども、この実施計画は、今後５年間の計

画ということで策定をしたいと思ってございます。また、毎年度末に実施状況を確認した

上で所要の見直しを行うということで、毎年毎年しっかりとＰＤＣＡを回すという形で考

えてございます。

最後でございますけれども、ＪＮＥＳが策定する安全研究計画との整合性を図ったもの

とするという形でございます。この安全研究計画というのは、我々保安院とＪＮＥＳがい

わゆる安全研究というものをどういうふうに進めていくのかという計画をまとめてござい

ます。

具体的には、本日配付をさせていただきました、ちょっと厚いのですけれども、参考１

４－１「安全研究計画（２０１０年版）」というものがございます。目次が抜けているの

で全体の構成がわかりにくいのですが、１枚めくっていただいて、２０ページに「技術基

盤分野」ということで、規制課題、安全研究ニーズ、安全研究プロジェクトの中にリスク

情報の活用が約２ページにわたってまとめられております。

これに関連して、全体としてリスク情報という項目といいますか、言葉が入っているも

のがどれくらいあるかというと、その後ろにざっと数１０ページにわたって書いてありま

すけれども、このような形で、それぞれのところにまとめられております。これとしっか

りと整合した形でつくるというのが、ある意味、当然ではございますけれども、こちらと

リンクをした形でつくっておきたいということで特記をさせていただきました。
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それから「Ⅲ．個別施策」についてでございますけれども、中の説明をさせていただく

前に、少しめくっていただきまして、これまたページが飛んでいて恐縮でございます。４

枚目ぐらいからになると思いますけれども、参考資料といたしまして、表１「リスク情報」

活用に関する実施計画の個別実施項目（未定稿）というものが書いてございます。今、我

々保安院とＪＮＥＳの間でまさに中の議論をしているということで未定稿とさせていただ

いておりますけれども、本日見ていただきたいのは、それぞれの分野をどういう形にした

のかということでございます。実は、先ほどハードファイルの実施計画のところで、現在

あります実施計画をお示ししましたけれども、大きく４つの項目になってございます。１

つ目が設計・建設分野、２つ目が検査・運転分野、３番目が事故故障対応・防災分野、最

後に基盤整備等という形で大きく４つに分かれておりました。

まず１つは、基盤整備の中で（４）の５でその他の原子力施設等に対する検討というこ

とで、いわゆる加工施設でありますとか、核燃料サイクルの部分についての取組みをここ

に置いておりましたけれども、前回御説明させていただきましたように、加工施設につい

てかなり取組みを進めております。それから、次回説明できればと思っておりますけれど

も、再処理施設についても取組みを進めておりますので、１つ、項目としては特出しをす

るという形で３番目のところに位置づけさせております。

それから、最後のところの新しい方の実施計画では、基盤整備、人材育成という形で、

１つ、人材育成というのを特出しさせていただいて、しっかり取り組むということを書い

てございます。人材育成について、実は基本的考え方の中で保安院としてもしっかり人材

を育成すべきだという部分が書いてございましたが、必ずしも明示的に書いてございませ

んでしたので、そこの部分で明示をさせていただいたということでございます。

それから、裏に続いていただいて恐縮でございます。参考資料２ページ目のところに、

ステークホルダー・コミュニケーションという形で一分野起こさせていただいてございま

す。これまでは基盤整備ということで、国民への説明と相互理解という形で置いてござい

ましたけれども、ここの部分について、本日、最初の項目で紹介しました安全規制情報会

議などもございましたけれども、基本政策小委員会という別の会議の場でも、ステークホ

ルダー・コミュニケーションという形で、大きな部分でのコミュニケーションという項目

を立てさせていただいておりますので、ここに新たに１つ大きく分野を設けさせていただ

くという形で立てさせていただきました。

個別の分野について、現在検討中ではございますけれども、大体どういう形でまとめて

いきたいかということを、概要を説明させていただきたいと思います。１ページ目に戻っ

ていただいて恐縮でございます。「Ⅲ．個別施策」の部分での「（１）設計審査分野」に

ついてでございますけれども、これまでの実施状況については、前回、前々回説明させて

いただいたように、耐震の部分についての「残余のリスク」についての評価のための準備

を行っておりますとか、工事計画認可・届出について、代表プラントについての重要度分

類の評価等を行ってございます。
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２ページ目に続きますけれども、今後の対応方針といたしまして、現時点では、まず耐

震の部分について「残余のリスク」の評価のレビューを行うため、引き続き必要なデータ

ベース、それから、評価モデルの整備を行うということを考えてございます。

それから「（２）検査・運転分野」についてでございます。まず、これまでの実施状況

でございますけれども、平成２１年１月から開始をいたしました新検査制度におきまして、

いわゆる保全プログラムというものを充実してございます。その中で、系統や機器の構造

物などの重要度を見る上で、安全機能のみならず「リスク情報」を活用する、それから、

運転経験等を踏まえて「保全重要度」を定め、また保安規定の中で「保全活動管理指標」

というものを設定をしているわけでございます。その中でも「リスク情報」というものが

活用されておりますので、そこの部分についての手法でありますとか、データの整備とい

うものをＪＮＥＳにおいて行っているところでございます。

それから、２番目といたしまして、保安検査でございますけれども、ここも検査の実効

性の向上を図るために、安全確保上重要な行為に対する検査を検討し、追加をしてござい

ます。この追加に当たって、ＪＮＥＳにおいてリスクを活用して、対象分野を改正してお

ります。実際には原子炉等規制法を改正いたしまして、例えば、燃料の取替えに対しての

検査を行うというような形で保安検査を充実しております。

それから、３番目でございますけれども、前回だったと思いますけれども、いわゆるＰ

Ｉ、ＳＤＰ評価という形で、各プラントごとの総合評価を行っておりますけれども、ここ

の中の安全重要度について、リスク情報を活用してございまして、現在、試験的運用とい

うことで行ってございます。

それから、４番目の項目といたしまして、保安規定に関連することでございますけれど

も、許容待機除外時間、いわゆるＡＯＴについての妥当性の確認ということで、ＪＮＥＳ

において代表プラントにおける非常用ディーゼル発電機、ＥＣＣＳについての評価を行っ

てございます。

最後の項目といたしまして、定期安全レビュー（ＰＳＲ）でございますけれども、ガイ

ドラインにおいてＰＳＡを活用した評価を推奨してございまして、電気事業者におきまし

てＰＳＡを活用してございます。その活用に当たって、ＪＮＥＳにおいて種々の取組みを

行ってきたということでございます。

今後の対応方針についてでございますけれども、最初に言いました保全プログラムのと

ころについては、これまでの運用による知見の蓄積などを反映して、具体的な改善の必要

性を検討していきたいということを考えてございます。また、更に、保全重要度評価の信

頼性向上を目指していきたいと考えてございます。

それから、２番目でございますけれども、総合評価、ＰＩ、ＳＤＰ評価については、３

年間の試験的運用の段階でございますので、その中で、こちらも信頼性の向上というもの

を考えていきたいと考えてございます。

３番目の保安規定の記載事項におけるＡＯＴの妥当性評価でございますけれども、こち
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らについても継続して実施をしていきたいと考えてございます。

１枚めくっていただきまして３ページ目でございます。次の項目が、いわゆる運転中保

全（オンラインメンテナンス）についてでございます。こちらにつきましては、基本政策

小委員会におきまして安全性の確保の観点から導入の可否、妥当性の検討をうたってござ

いまして、具体的には、原子炉安全小委員会の下にあります運転管理ワーキンググループ

で審議をしていただいてございます。「リスク情報」の活用については、こちらのワーキ

ンググループの検討を踏まえた上で具体的な活用方策等を検討していきたいと思ってござ

います。

それから、運転保守の部分についてでございます。こちらについては、電気事業者にお

いていろいろ取組みが行われておりますけれども、例えば、供用期間中検査の中で、リス

クインフォームドを活用したＲＩ－ＩＳＩというものについて導入することを検討されて

いるようでございますので、そのような検討状況を踏まえて、その判断基準の整備につい

て検討していきたいと考えてございます。

「２．核燃料サイクル（加工、再処理施設）分野」についてでございます。これまでの

実施状況といたしましては、前回説明させていただきましたけれども、加工施設における

総合安全解析、ＩＳＡと言っておりますけれども、こちらの整備を進めておりますので、

確実に進めていきたいと思っております。

それから、再処理施設に関しましては、次回御説明させていただければと思ってござい

ますけれども、再処理施設特有の事象というものもございますので、そういうような事象

を対象としたＰＳＡの試みの解析等々を行ってございます。

今後の対応方針といたしましては、加工施設についてはＩＳＡをしっかりとできるよう

な形での関連する規定類の整備というものがございます。

それから、再処理施設については、更に手順の整備、データ等の解析などについて継続

的に取組みを進めていきたいと思ってございます。

「３．事故故障対応、防災分野」でございますけれども、これまでの実施状況といたし

ましては、安全情報の分析・評価と書いてございますけれども、いわゆるクリアリングハ

ウスの機能の中で、ＪＮＥＳにおいてリスク情報を活用して、体系立った枠組みというも

のの検討をしてございます。

２つ目の項目でございますけれども、電気事業者において、リスク情報を用いてアクシ

デントマネージメント、ＡＭの整備を行ってきてございます。 また、ＪＮＥＳにおいて、

特に停止時ＰＳＡなどについての検討を行っているわけでございます。

今後の対応方針、特出しという意味では、とりあえずクリアリングハウスに関して、更

に効率的・効果的な解析ができるような形での取組みを考えてございます。

また、特に書いてございませんけれども、アクシデントマネージメント、それから、シ

ビアアクシデント対応につきましては、別途検討するという形になってございますので、

そちらの状況を踏まえて追加というものもあり得るかとは思ってございます。
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「４．基盤整備、人材育成」でございます。これまでの実施状況につきましては、先ほ

ど説明をしていただきましたけれども、原子力学会において各標準の整備、発行が行われ

てございます。 また、前回もありましたけれども、電気事業者、日本原子力技術協会に

おきまして、いわゆるデータの収集、基盤データの構築が行われております。 それから、

ＪＮＥＳにおいて、基盤となります部分での火災ＰＳＡの手法開発等々を行わせていただ

いているという状況でございます。

今後の対応方針でございますけれども、まず１つ目、ＪＮＥＳの部分だけ特出しをさせ

ていただいておりますけれども、これまで整備をしてきてございますＰＳＡ手法のしっか

りとした確立、実施手順書の作成を考えてございます。

それから、２つ目の項目といたしまして、この検討会でもよく議論になりますけれども、

諸外国、ＩＡＥＡ等の国際機関でもいろいろな活動が行われておりますので、そこの部分

の調査は勿論しっかりとやる。また、関連する基準という意味では、ＩＡＥＡにおきまし

て安全基準等が作成されますので、そういうところにも積極的に参加をしていきたいと思

ってございます。

それから、３番目の項目でございますけれども、人材育成に関連した部分では、まず、

保安院の中の資質向上というものが重要であろうということで、来年度から保安院の中で、

リスクだけではなくて、いろんな研修制度というものを行っております。ただ、その中で

明示的に、実はリスク情報に関連している研修というものをしておりませんでしたので、

ここについてはリスクという側面から研修を１つ、講座として立ち上げたいということで

準備をしてございます。

それから、最後に「５．ステークホルダー・コミュニケーション」については、これま

での実施状況ということで、御承知の方が多いかと思いますけれども、古い話で恐縮です

けれども、安全委員会において、平成１７年にリスク情報活用に関するワークショップと

いうことで、英国、米国等々の諸外国を含めて、保安院も含めて、国内外の専門家による

ワークショップが開催されております。それから、平成１８年の１月にはリスク情報を活

用したシンポジウムも開催をされてございます。

２項目目は、先ほど説明させていただきました原子力安全規制情報会議についてでござ

います。

今後の対応方針といたしましては、若干一般的なことを書かせていただいておりますけ

れども、まず１つは、事業者を含めた産業界との間でのコミュニケーションの充実があり

ます。

それから、２項目目といたしまして、国民という形で一くくりにさせていただいており

ますけれども、国民とのコミュニケーションということで、いろいろな情報発信ツールを

活用した情報提供をより具体的に考えていきたいということで考えております。個別にこ

ういうものをしたいということはまだ御説明できる段階ではないのですけれども、具体的

に考えて、またこの検討会で御意見をいただきながら行っていきたいと思っております。
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説明は以上でございます。

○山口主査 ありがとうございました。

実施計画は、事業者等の取組みを踏まえて、保安院、ＪＮＥＳが取り組むべき課題を整

理するということでございます。これまでの関係機関の取組みを説明いただいたわけです

けれども、そういうことも踏まえまして、恐れ入りますが、予定の時間を少し延長させて

いただいて、いろいろ建設的な御意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

須藤委員、どうぞ。

○須藤委員 ちょっと中身に外れるかもしれませんけれども、中身に入る前に確認してお

くことがあります。私、再処理出身なので、ほかの分野のリスクの位置づけみたいなもの

はわからないところがあるのですけれども、確認したいのは、今回対象としている施設、

保安院が規制責任を有する施設ということで、炉と加工と再処理と３つ挙がっているんで

すけれども、中間貯蔵とか、あるいは処分とかについてはどう考えておられるのか。例え

ば、中間貯蔵はもう建設が始まったわけで、ただリスクが小さいから要らないと考えてい

るとか、あるいは処分はまだ先だとか、いろいろ考え方があると思うんですけれども、そ

こら辺、今、保安院はどう考えているのか。

○山口主査 対象範囲ですね。お願いいたします。

○大島統括安全審査官 今回、ここには、発電炉、加工、再処理を大きな対象として挙げ

させていただいております。まず、中間貯蔵について、勿論活用できる部分があれば、そ

れは対象にはなり得ると思っておりまけれども、現時点において検討の場に挙げさせてい

ただくほど我々としての議論が進んでいないものですから、もう少し検討の時間をいただ

ければと思っております。

それから、廃棄物のところは、大きな意味ではリスク情報の活用ということで、いわゆ

るセーフティーケースを取り入れる規制とか、そういう部分はございますので、ここの部

分も、この実施計画にどういうふうにかけるのかについては検討させていただいて、取り

入れられるものがあれば取り入れたいと思います。

○山口主査 どうぞ。

○須藤委員 貯蔵はわからないのだけれども、処分などは、候補が挙がらないで、今、苦

しんで頑張っているところなのですけれども、リスク情報というのは、コミュニケーショ

ンという意味では何らかの役割があると思いまして、まだ事業が始まっていない段階でも

のを言うのは時期尚早なところがあると思いますけれども、基本的な研究みたいなものは

いつの段階かで始まるのかなみたいな思いもありまして発言させていただきました。

○山口主査 わかりました。

では、佐治委員、どうぞ。

○佐治委員 「４．基盤整備、人材育成」のところなのですけれども、先ほどの紹介にも

ありましたけれども、原子力学会の状況については触れられておられるのですけれども、
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今後の対応方針のところで、では、それを受けてどうするのか。先ほどまさに議論のあっ

たエンドースの仕組み等について検討しなくていいのかなと思います。というのは、この

前段階でやった今後の方針の中に、例えば、保安規定のＡＯＴの妥当性確認のような項目

がありますけれども、この妥当性をどういう定量基準でもって判断するのかというときに、

現状、私でしたらば、先ほど御紹介のあったリスク情報の活用のガイドラインを活用する

のが考えられるのではないかと思いますけれども、そういうものについて、具体的に対応

がないと、どう妥当性を確認するのかが見えない部分がありますので、是非、先ほど御説

明のありましたガイドライン等につきましては、エンドースというのは勿論、するかどう

かということだとは思うのですけれども、そういうことを検討していくというような今後

の対応方針がここにあっていいのではないかと考える次第でございます。

○山口主査 多分、今日は議論というよりも、どちらかというと要望をいろいろお聞きす

るということで、今、エンドースの仕組みを書いたらという御提案ですが、もし何かござ

いましたら。

○大島統括安全審査官 追加する方向で。

○山口主査 ありがとうございます。

野口委員、どうぞ。

○野口委員 先ほどの分野の件ですが、いつも輸送が結構抜けるんですけれども、輸送と

いうのはいろんなところに、フロントエンドもバックエンドもかかっているので、輸送の

リスク情報というのはどうするかということも御検討いただきたいというのが１点。

それから、２点目は、人材育成のところで、人材育成となると、いつも行政側、事業者

側の人材育成にとどまるのですが、主査からお話があったように、コミュニケーションを

考えると、市民の社会教育、いわゆるリスクというものの考え方が変わる社会をきちっと

やるためのリスク教育であるとか、そういう観点での社会教育という面も、実は人材育成

の中にはそろそろ入れておかなくてはいけないのではないか。更に言うと、市民と専門家

をつなぐトランスレーターをやる人たちの育成という、リスク情報の活用ということを考

えると、人材育成の幅を少し広げた方がいいのではないか。

３番目は、ステークホルダー・コミュニケーションというのをリスク情報活用のための

ステークホルダー・コミュニケーションと考えるのか、リスク情報活用を念頭に置いた、

安全のためのステークホルダー・コミュニケーションと考えるかによって言い方が違うの

ですが、少し幅を広目に考えさせていただくと、最初に御説明あったように、ステークホ

ルダーを一元化しないで２つに、産業界と市民とに分けていただいたのは非常にいい分け

方だと思っています。

これは基盤整備のところにも書いてあるのですが、今後の対応方針のときに、事業者等

の活用経験の蓄積状況に応じてというふうに、過去の経緯についてはかなり目配せがある

んですが、リスクというのは変化をするので、リスクの変化に対応するために、例えば、

各国の規制状況はどうなっているかとか、国民の価値観がどういうふうに変化をしようと
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しているかとか、企業の運用状況とか、保安運転にかける安全投資というものがどういう

状況になっているかという、リスクの活用という視点の前に、いいリスク情報をつくるた

めのステークホルダー・コミュニケーションということまで踏まえて考えていただいた方

が、結果的にリスク情報活用につながるのではないか。特に国民の考え方を知るというの

は非常に重要で、最新のＩＳＯ、もしくはＪＩＳのリスクマネージメント規格のコミュニ

ケーションの項目は、リスクマネージメントを実施する前に、いわゆる組織の内外の状況

がどうなっているかということをちゃんとコミュニケーションによって確認しろというこ

とを言っていますので、そういう面も踏まえて御検討いただければと思います。

以上です。

○山口主査 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

古田委員、どうぞ。

○古田委員 １点だけですけれども、基盤整備のところの基礎データの収集整備なのです

けれども、これは一律にさらっと書かれてしまっているのですけれども、機器故障率とヒ

ューマンエラー率は随分と違う段階にあって、機器故障率の方はＮＵＣＩＡ等々の活動で

かなりめどがついたと思うんですけれども、ヒューマンエラー率の方は、これも必要だけ

れども、何とかしなければいけないねと言われ続けて３０年、そのまま手つかずの状態が

続いていますけれども、これは外国に頼ってしまうのか、もうあきらめてしまうのか、そ

れとも独自のデータベースを何とかしようというふうに持っていくのか、この辺りで真剣

に考えた方がいいのかなという感じがいたします。

以上です。

○山口主査 ありがとうございます。

中で安全研究計画とリンクを取りながらという話があって、恐らくヒューマンエラーと

いうのは安全研究計画の中でも位置づけてということだと思いますので、どう書くかを検

討いただきたいと思います。

それでは、首藤委員、どうぞ。

○首藤委員 個別の中身ではなくて、大きな枠組みで是非と思うことなのですけれども、

前回の計画と比べて項目立てをこのように変えたということは非常にわかりやすくて、こ

ういうことが重要になってきたり、しっかり取り組むという形で、前に小項目で入ってい

たのが大きく挙がったんだということは大変よくわかりました。

その上でなのですが、とはいえ前回の計画に引き続いて次の５か年の計画ということで

すので、個別政策のところの内訳、それぞれの項目について、これまでの実施状況の次は

今後の対応方針となっていますが、その間に、これまでこうやってきたということに対し

て、それは前回までの実施計画とか、あるいは先ほど御紹介いただいた米国の状況とかと

比べてどうなのかという評価を入れていただきたいと思います。それがないと、なぜ次が

こういう対応方針なのかということがわからないなと思いまして、前回の実施計画は順調

にしっかり全部終わったのかとか、あるいは、前回計画のないところまでできたとか、も
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しかすると、前回計画していたけれども、必ずしも予定どおりには行かなかったというこ

とが多分あると思いますので、それを入れていただいた上で、だから今後の対応方針はこ

うするという様なストーリー展開にしていただくと、なぜ今後こういう方向で行くのかが

わかりやすくなると思います。

以上です。

○山口主査 ＰＤＣＡの、そうですね、基本的なというか、本質的なところを御指摘いた

だいたと思いますので、ありがとうございます。

本間委員、どうぞ。

○本間委員 私も首藤委員と同じ意見なのですが、基本方針のところの最後にＪＮＥＳが

策定する安全研究計画との整合性を図ったというのはちょっと違和感がある表現だなと。

本来、ここで実施計画の骨子というか、基本方針を決めた後にＪＮＥＳの安全研究計画が

あるべきであって、この書き方はちょっと違和感があるなと思ったのです。中身には入り

ませんけれども、この基本方針に活用範囲を拡大する観点からということで、ステークホ

ルダーの部分が新しく入ったというのは、先ほど言いましたように、それは確かに重要な

側面であるのですけれども、肝心のリスク情報活用というのが、保安院の基本施策の中で、

規制要件化とか、いろんな部分でどう進んでいるかということが、この資料ではよく見え

てなくて、今後の対応方針のところに「保安院として」という言葉が、私が発見したとこ

ろでは１つか２つくらいしかないんです。ＪＮＥＳとか事業者がやっていますということ

はわかりました。保安院として何をこれからやっていくのかということを明確に示してい

ただかないと、議論の出発点にならないのではないか。これは感想です。

○山口主査 ありがとうございます。

では、神田委員、どうぞ。

○神田委員 ３項目ほど申し上げたいのですけれども、既に触れられたことなのですけれ

ども、設計審査分野の今後の対応方針のところに「残余のリスク」評価のレビューの話が

あるんですが、私の知る限りでは、審査プロセスで事業者のヒアリングなどからＰＳＩの

資料とか、まだ見たことがないんです。確かに超過確率を参照するというのは基準地震動

に関してあるのですけれども、現実に、それがＰＳＩを実施したことによってどうなって

いるかということでフィードバックするような問題だと思うんです。いつも議論されるの

は、ＰＳＩをやろうとすると、詳細な設計が終わっていないとできないから、事前だとで

きないんだというような議論がよくあるのですけれども、サイトが同じであれば、新しい

プラントの審査の場合でも、既にあるものについて行って、新しいプラントだとどのくら

い、例えば、安全性が向上するのかみたいなことは当然、サイトの条件というのは非常に

大きいので、十分意味がある「残余のリスク」の議論になると思うんです。ですから、そ

ういう形で是非活用していただくことをここでも確認できないかなと思いました。

それから「基盤整備、人材育成」のところでは、先ほどのエンドースのこともあるんで

すけれども、単にモデルの精緻化とか標準化を更に進めるというよりは、やはり運用する
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ことが重要で、既に標準が発行されていることが今までの実施状況ならば、今後の対応は

それを運用して活用するということだと思いますので、それは是非取り込んでいただきた

いと思います。既に評価されたという話はいろいろなところで聞くんですが、すべて公開

されていないんです。ですから、情報公開、透明性ということがＰＳＩ情報をどう活用し

てこれからの原子力施設の安全性を国民がどう理解するのかという、もう既にものはある

わけなので、是非その運用公開のところを今後の対応方針に明確にしていただくのがいい

かなと思います。

もう少し長い目で言うと、保安院職員の意識と資質向上を図るための研修とかあるんで

すけれども、今の技術職員の数を倍にするとか、審査側も、技術的な内容を踏まえた人材

の強化というのは、特にこれから原子力プラント、使わなくなったものだってなくなるわ

けではないので、非常に多くの人材が必要になってくると思いますし、長い目でどう判断

するのかということは非常に重要なことだと思うので、予算もない時代ではありますが、

原子力を活用していくのであれば、人材もそれなりに技術的な面から増やしていくという

ことも訴えてもいいんではないかと思いました。

以上です。

○山口主査 ありがとうございます。

渡辺委員。

○渡辺委員 この実施計画の内容が少し細か過ぎて、これはここで議論するものなのです

かね。私、そういう意味で、この検討会の趣旨がいまだにはっきりしないんですが、これ

を固めることが検討会の目的なのですか。だとすると、すごく不満なんです。というのは、

本間さんもおっしゃっていたように、この資料からは保安院のビジョンが見えないんです。

要するに、保安院としてリスク情報をどういうふうに活用していって、そのためには、例

えば、法的なフレームワークをいじらなければいけないのか、いじらずにできるのか、そ

ういうことを前提にして考えていかないといけないと思うんです。その辺の切り口が全然

見えてこないんです。今のままで運用していけるものだけを書いていると、そういうふう

にしか見えなくて、そういう意味ですごく不満です。

阿部委員が最初のころにおっしゃっていましたように、安全目標とか性能目標の規制上

の位置づけはどうするんだとか、そういうポリシーステートメントみたいなものをこの場

でむしろ議論してほしい。それから、神田先生が何回もおっしゃっているように、本当に

標準をどうやってエンドースして、どうやって使っていくのだと。今までのような「物」

をつくるときの標準に対する技術評価とはちょっと違うんです。要するに、ソフトの技術

評価は非常に難しくて、ましてやＰＳＡのコミュニティというのは非常に狭いコミュニテ

ィで、ここにいらっしゃる方、山口先生始め多くの方がこの標準の作成に参加してしまっ

ているわけです。そうすると、その人たちは技術評価を行えないわけです。そういう状況

を考えて、どういう体制でやっていくのか、そういうことをしっかり考えていただかない

と、このままではさっぱり進まないのではないか。
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第１回のときに平野委員が進まない理由を分析したらどうだとおっしゃっていましたけ

れども、まさにこのペーパーにそのビジョンが書かれていないのがその答えではないかと

今、感じています。大局的にどうするのかということを少しまとめていただきたい。それ

を次回ここで少し議論していただきたいなと、そういう感じがします。

○山口主査 熱弁振るっていただきましたけれども、ほかの委員の方から出た御意見は、

今、渡辺委員おっしゃっていたポイントの断面をいろんなところから見て御発言されてい

るという感じだと思いますけれども、この点は一言、保安院から何かお答えいただいたら

いいと思います。

○中村審議官（原子力安全基盤担当） 渡辺委員を始めとして各委員からいただいている

意見、あるいは、今、まさしく渡辺委員がおっしゃられたようなフラストレーションを、

多分、保安院の職員も、あるいはリスク情報活動に携わっている人たちも、みんな共有し

ているところだと思います。このリスク情報活用検討会の再開第１回目に、なぜこれを再

開したのかと、まず再開するということが３年ぶりか４年ぶりだったと思いますが、それ

がある意味では、是非やっていこうということの意思の表明だと思います。１年余りかけ

て、保安部会の下にある基本政策小委員会で、是非リスク情報を今後の安全規制の高度化

に使っていこうというような基本的な方針が出たものですから、それを受けて、まさしく

具体的な取組みを進めていこうということで、この検討会を発足させたわけです。

したがって、確かに今日は実施計画ということで、ややプラティカルな議論が中心だっ

たわけですけれども、おっしゃるように、大所高所の議論と併せて並行的に、どこをブレ

ークスルーして具体的な活用を進めていくのかという実質的な議論も併せて必要だと思い

ますので、今日はその部分が中心だという形でお考えいただきたいと思いますし、また一

方で、もう少し大きく見てみますと、これは政府全体の問題でもありますし、あるいは原

子力安全という形で考えれば、我々の第１次行政庁がやっている安全確保の取組みを、更

に上の立場から基本的な安全規制の考え方なり、あるいは我々の日ごろの規制状況をチェ

ックする立場の安全委員会の方でも、このリスク情報の活用であるとか、安全目標の取扱

いについても、恐らくこれから議論されていくことになると思いますので、そういった大

きな枠組みの中での議論も踏まえて、この検討会としても、今、おっしゃられた趣旨の中

で検討できるところは是非検討していきたいと思っております。いずれにしても、一歩で

も二歩でも、具体的に保安院の規制の中できちっと活用していきたいというのが我々保安

院としての考え方だと思います。そこは是非御理解をいただきたいと思います。

○山口主査 各委員からの御要望としては、次回、この実施計画の骨子案を踏まえて、ま

た御審議いただくわけですけれども、その前段として、全体方針的な議題を１つ挙げてい

ただいて、それで次回に御議論いただければいいかなと思いますので、是非よろしくお願

いいたします。

どうぞ、阿部委員。

○阿部委員 今の全体の方向性を見ていきましょうということで、私もそう思うのですけ
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れども、もともとリスク情報活用の基本方針というのは横糸だという前提なのです。リス

ク情報を活用するということ自体は、それぞれの規制においてちゃんと考えていかなくて

はならない。しかし、それを横並びで見たときに共通の事項があるだろうから、それにつ

いてきちんと整理しておこうと、そういう発想だったと思います。

もう一方で、今日は縦糸の話が全然出てきていないのです。縦糸の方は、例えば、設計

なら設計、あるいは検査なら検査というところで、今、何が一番問題になっているのか。

例えば、設計だと、新設計炉についてのシビアアクシデントの問題をどう考えるか。それ

から、今日出ていた話の中では、中間貯蔵の話で、例えば、これはもう終わってしまった

話ですが、耐震指針を強化する必要があったのかどうか。あるいは、廃棄物だってリスク

論が随分大事です。縦糸のところでどんなものが大事なのかということが、それぞれの原

課の方からちゃんと提案していただかないとわからないと思うんです。

今日挙げていたものは、基盤課が横並びで見たときにどういうことができそうか、ある

いはＪＮＥＳが横並びで見たときにどんなことができそうかということについてはまとめ

ていただいたと思っているのですか、むしろどこかで縦糸の方の話をきちんとやっていた

だきたいと思っています。

○山口主査 ありがとうございます。

大分時間が超過しましたが、ほかに御意見ある方。

どうぞ、佐治委員。

○佐治委員 渡辺さんの発言がインパクト大なので、みんながそっちを向いているわけで

はないということを私はちょっと言いたいのです。前も申し上げましたけれども、大所高

所の議論をかなりやられていると思います。安全目標しかりですし、安全委員会の基本方

針を受けて、リスク情報活用推進のためのタスクフォースがかなりの時間をかけて安全委

員会の方でやられている。そこでいろいろな提言もまとめられているように記憶しており

ます。

ですので、先ほど首藤先生もおっしゃっていましたＰＤＣＡという観点から言うと、今

の立ち位置を考える必要があると思うんですけれども、今まで議論されてきたものは相当

蓄積されたものがあると思いますので、それを受けた形で、まさに今、中村審議官がおっ

しゃられた、さて、具体的にどうしていくのだというところで、我々は再開しているので

はないかと思いますので、そういうレビューはしっかりやって議論すべきでしょうけれど

も、それは相当に蓄積されたものがあるので、我々はそこに立ち返ってやるのではなくて、

それは受けた形で、具体的な施策をここで議論していきたいなと、つくづく思う次第でご

ざいます。

安全目標に関しましては、ここで議論するというよりは、むしろ安全委員会に対して、

例えば、先ほどの民間規格のエンドースをするに当たって、そういうものが必要だという

ことで、我々としては、例えば、早期に策定の提言をお願いするとか、もしくは定量的な

デルタの話について、増分を認める、認めないという話が安全委員会であったと思うんで
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すけれども、そういうことについて、我々としてどう考えるかということをメッセージと

して出すとか、今まで議論されて、少しグレーになっているようなところに対して一歩進

めるためのテーマが幾つか浮かんでいるような気がするんです。ですから、そういうとこ

ろに着目した、大所高所というよりは、そもそも論になるかもしれませんが、そういう議

論はすべきだろうとは思いますけれども、余り立ち返りたくないなというのが私の正直な

思いです。

○山口主査 多分、今まで出た御意見も、立ち返るというよりは、そういう方針をまずこ

こで共有した上で具体的な施策を議論するということで、それがないときに、断片的に出

てきたところで多少フラストレーションがたまっているようなことかなと思います。

ほかに御意見、いかがでしょうか。もしよろしければ、今日、非常に貴重な意見がたく

さん出たと思うんです。是非これを踏まえて実施計画案を作成していただいて、全般的な

方針のようなものも紹介していただいた上で、具体的な中身を議論した方が、多分、意識

が共有してできると思いますので、是非よろしくお願いいたします。

本日予定しておりました議事は以上ですけれども、各委員から何か御発言ございますか。

よろしいでしょうか。それでは、大変時間を超過して申し訳ありません。次回の本検討会

では、平成２３年度の実施計画を審議していただくことになりますけれども、最後に事務

局から連絡事項をお願いいたします。

○生越課長 ２つございます。１点目、先ほど御審議いただきました実施計画案骨子の関

係ですけれども、皆様方、ほかにもいろいろ御意見、コメントなどございましたら、来週

いっぱいぐらいを目途に事務局までメールなどでお知らせいただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。

もう一点ですが、日程でございます。次回は年明けの開催を予定してございますけれど

も、日程につきましては、また後日調整をさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

○山口主査 それでは、これで本日の検討会を閉会させていただきます。時間超過しまし

て、長時間にわたり御議論いただきました。大変貴重な意見をたくさんいただきました。

どうもありがとうございました。では、これで閉会といたします。


